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本年の人事院勧告について

人事院給与局次長　役　田　　平

特　集 人事院勧告

はじめに
人事院は、本年 ８ 月 ７ 日、国会及び内閣に対

し、公務員人事管理について報告し、一般職の職

員の勤務時間について勧告するとともに、一般職

の職員の給与に関する勧告・報告を行った。以下、

その概要について述べることとしたい。

本年の人事院勧告・報告をご覧になって、従来

と構成が大きく異なっていると感じられた方も多

いのではないだろうか。これまでは、給与に関す

る施策が給与の報告・勧告の中で言及されていた

が、本年は、まず公務員人事管理における課題認

識とそれに対する対応策の全体像を示すことと

し、給与に関する施策についても、「社会と公務

の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアッ

プデート）」も含めて、公務員人事管理に関する

報告において言及することとした。これは、社会

経済情勢や国際情勢が激変する中で、国民の利益

を守り、世界最高水準の行政サービスを提供し、

活力ある社会を築くためには、行政の経営管理力

を高め、公務組織の各層に有為な人材を誘致・育

成することが不可欠であるという基本的な考え方

の下、人事行政における種々の施策を連係させ、

重層的に措置を講じ、施策のシナジーを創り出し

ていく観点に立ったものである。

こうした企図が奏功しているかどうかは、今

後、受け手・読み手のご意見も踏まえて、検証し

ていく必要があると思われる。

１ 　公務員人事管理について
公務員人事管理報告では、公務員人事管理にお

ける現状を明らかにした上で、次の⑴～⑶のとお

り、 ３ つの課題について、それぞれの課題認識と

具体的な対応策を示している。

なお、公務員人事管理報告においては、人材戦

略の重要性が増大する新たな時代を見据え、新時

代にふさわしい公務員人事管理の在り方について

聖域を設けることなく骨太かつ課題横断的な議論

を行うため、各界有識者による会議を設置する旨

を表明しており、森田朗東京大学名誉教授を座長

とする「人事行政諮問会議」を本年 ９ 月に設置し

ている。

⑴　公務組織を支える多様で有為な人材の確保の

ための一体的な取組

（課題認識）

公務組織を支える多様で有為な人材を確保する

ためには、採用試験を通じた新規学卒者等の確

保・育成だけでは組織を維持することは難しく、

民間企業等で多様な経験や高度な専門性を有する

人材をより一層公務に誘致し、確保することが不

可欠である。

（対応策）

①民間と公務の知の融合の推進

現在、経験者採用試験として総合職試験採用者

等が従事する政策の企画等をその職務とする職員

の採用試験を府省合同で実施している。これに加

えて、幅広い府省において、民間人材等を一般職

試験採用者等が従事する政策・事業の実施等を担

う係長級の職員として採用する試験を創設する。

また、官民人事交流経験者へのアンケート調査等

により、官民人事交流を通じて得られる効果等を

把握し、積極的に官民双方に向けて情報発信する

とともに、民間人材等が早期に職場に適応し能力
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発揮できるようにするため、オンボーディング研

修の拡充や好事例の共有等を行うこととした。

②今後の公務に求められる人材の戦略的確保に向

けた取組

優秀な新規学卒者や民間人材、理系人材等の獲

得に必要な採用戦略の在り方を多角的な観点から

議論する場として、有識者を交えた意見交換ス

キームを創設する。

⑵　職員個々の成長を通じた組織パフォーマンス

の向上施策

（課題認識）

職員のキャリア形成意識を各人の成長意欲等に

つなげ、組織全体のパフォーマンス向上等の原動

力とすることが必要である。そのため、職員個々

のキャリアの明確化、幹部職員・管理職員のマネ

ジメント力向上が不可欠となっている。職員の学

び直し、能力・実績に基づく登用等の推進も重要

である。

（対応策）

①職員の自律的なキャリア形成・主体的な学びの

促進

20～30歳台の若手職員を対象としたキャリア支

援研修やマネジメント層のキャリア支援力向上に

資する取組を拡充することとした。また、職員の

自律的・主体的かつ継続的な学び・学び直しのた

め、内閣人事局や各府省と協力し、職員が学びに

利用できる研修や研修教材を整理・一覧化するこ

ととした。

②個々の力を組織の力へつなげる取組

人事評価結果を任用、給与へ適切に反映させる

とともに、制度内容の周知等、必要な指導・支援

を実施する。また、人事管理におけるデジタル活

用について内閣人事局、デジタル庁や各府省とも

連携し検討を深めていくこととしている。なお、

人事管理に関するデジタル活用については、令和

４ 年度人事院年次報告書の第 １ 編第 ２ 部「公務組

織の人材マネジメントにおけるデータやデジタル

の活用の可能性」を参照されたい。

⑶　多様なワークスタイル・ライフスタイル実現

とWell-beingの土台となる環境整備

課題認識及び対応策については、「職員の勤務

時間の改定に関する勧告等について」において後

述する。

Ⅱ　職員の給与に関する報告・勧告

１　本年の国家公務員給与と民間給与の実態
⑴　国家公務員給与の状況

人事院は、「令和 ５ 年国家公務員給与等実態調

査」を実施し、一般職の職員の給与に関する法律

（給与法）が適用される常勤職員の給与の支給状

況等について全数調査を行った。

民間給与との比較を行っている行政職俸給表

（一）適用職員の平均給与月額は404, 015円となっ

ていた。

⑵　民間給与の状況

人事院は、企業規模50人以上、かつ、事業所規

模50人以上の全国の民間事業所約58, 800（母集団

事業所）のうちから、層化無作為抽出法によって

抽出した約11, 900の事業所を対象に、「令和 ５ 年

職種別民間給与実態調査」を実施した。なお、令

和 ２ 年から調査対象外としていた病院について

も、最近の新型コロナウイルス感染症を巡る状況

などを総合的に勘案し、調査対象とした。

この調査では、本年 ４ 月分として個々の従業員

に実際に支払われた給与月額及び当該従業員の役

職段階、学歴、年齢等を詳細に調査するととも

に、民間企業における給与改定の状況、昨年 ８ 月

から本年 ７ 月までの直近 １ 年間の支給実績につい
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ても調査している。

本年の調査完了率は、民間事業所の理解を得

て、82. 6％と非常に高いものとなっており、調査

結果は広く民間事業所の給与の状況を反映したも

のといえる。

⑶　国家公務員給与と民間給与との比較

（月例給）

人事院は、「国家公務員給与等実態調査」及び

「職種別民間給与実態調査」の結果に基づき、一

般の行政事務を行っている常勤の行政職俸給表

（一）適用職員と、これらと類似すると認められる

事務・技術関係職種の常勤の民間企業従業員につ

いて、主な給与決定要素である役職段階、勤務地

域、学歴及び年齢を同じくする者同士の ４ 月分の

給与額（公務にあっては平均給与月額、民間に

あっては所定内給与の月額から通勤手当の月額を

減じた額）を対比させ、国家公務員の人員数のウ

エイトを用いて精密に比較（ラスパイレス方式）

を行った。その結果、本年は、国家公務員給与が

民間給与を １ 人当たり平均3, 869円（0. 96％）下

回っていた。

（特別給）

人事院は、民間における特別給の支給割合（月

数）を算出し、これを国家公務員の期末手当及び

勤勉手当の年間の平均支給月数と比較した上で、

0. 05月単位で改定を行ってきている。

本年の「職種別民間給与実態調査」の結果、昨

年 ８ 月から本年 ７ 月までの １ 年間において、民間

事業所で支払われた特別給は、年間で所定内給与

月額の4. 49月分に相当しており、国家公務員の期

末手当及び勤勉手当の年間の平均支給月数（4. 40

月）が民間事業所の特別給の支給割合を0. 09月分

下回っていた。

２ 　本年の給与の改定
⑴　月例給

前述のとおり、公務と民間の本年 ４ 月分の給与

を精確に比較した結果、民間給与が国家公務員給

与を3, 869円（0. 96％）上回っていたことから、

若年層に重点を置きつつ、基本的な給与である俸

給を全ての俸給表・級・号俸において引き上げる

こととした。

引上げに当たっては、民間企業における初任給

の動向や公務において人材の確保が喫緊の課題で

あること等を踏まえ、大卒の初任給について

11, 000円（ 約 ６ ％ ）、 高 卒 の 初 任 給 に つ い て

12, 000円（約 ８ ％）引き上げることとした。

また、これを踏まえ、若年層が在職する号俸に

重点を置き、そこから改定率を逓減させる形で引

上げ改定を行うこととした。この結果、 １ 級、 ２

級、 ３ 級及び ４ 級の平均改定率はそれぞれ5. 2％、

2. 8％、1. 0％及び0. 4％となり、 ５ 級以上の平均

改定率はいずれも0. 3％となる。

なお、この改定は本年 ４ 月時点の比較に基づい

て公務員給与と民間給与を均衡させるためのもの

であることから、同月に遡及して実施することと

した。

⑵　特別給

前述のとおり、国家公務員の期末手当及び勤勉

手当の年間の平均支給月数が民間事業所の特別給

の支給割合を0. 09月分下回っていた。このため、

特別給については、昨年 ８ 月から本年 ７ 月までの

１ 年間における民間の特別給の支給割合との均衡

を図るため、支給月数を0. 10月分引き上げ、4. 50

月分とすることとした。

期末手当及び勤勉手当の配分については、民間

の特別給に占める考課査定分の割合、勤務実績に

応じた給与の推進の必要性等を考慮しながら決定

してきている。近年の改定により、一般職員の特

別給に占める勤勉手当の割合（45. 5％）と民間係

員の特別給に占める考課査定分の割合（45. 1％）
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が概ね均衡するに至ったことを踏まえ、支給月数

の引上げ分は期末手当及び勤勉手当に均等に配分

することとした。

また、指定職俸給表適用職員及び定年前再任用

短時間勤務職員の期末手当及び勤勉手当並びに任

期付研究員及び特定任期付職員の期末手当につい

ても、同様に支給月数を引き上げることとした。

⑶　在宅勤務等手当の新設

在宅勤務等を中心とした働き方をする職員につ

いては、在宅勤務等に伴う光熱・水道費等の費用

負担が特に大きいことを考慮し、その費用負担を

軽減するため、住居その他これに準ずる場所にお

いて、一定期間以上継続して １ 箇月当たり10日を

超えて正規の勤務時間の全部を勤務することを命

ぜられた職員を対象とした在宅勤務等手当（月額

3, 000円）を新設（令和 ６ 年 ４ 月 １ 日実施）する

こととした。

なお、在宅勤務等手当は、在宅勤務等に伴う光

熱・水道費等の費用負担を軽減するための給与で

あることから、諸手当（地域手当、超過勤務手当、

期末手当・勤勉手当等）の算定基礎としないこと

とした。

在宅勤務等手当の新設に伴い、在宅勤務等手当

を支給される職員に係る通勤手当の取扱いについ

ては、以下のとおり措置することとした。

ア　在宅勤務等手当を支給される職員で、通勤の

ために交通機関等を利用するものには、交替制

勤務に従事する職員等に準じて、平均 １ 箇月当

たりの通勤所要回数分の運賃等相当額を通勤手

当として支給する。

イ　在宅勤務等手当を支給される職員で、通勤の

ために自動車等を使用するものには、自動車等

の使用距離に応じて定める額から、その額に

100分の50を乗じて得た額を減じた額を通勤手

当として支給する。

⑷　その他

国の医療施設に勤務する医師に対する初任給調

整手当について、医療職俸給表（一）の改定状況を

勘案し、医師の処遇を確保する観点から、所要の

改定を行うこととした。

また、委員、顧問、参与等の手当について、指

定職俸給表の改定状況を踏まえ、支給限度額に関

する所要の改定を行うこととした。

⑸　非常勤職員の給与

非常勤職員の給与については、常勤職員との均

衡をより一層確保することを目的として、本年 ４

月に非常勤職員の給与に関する指針を改正し、給

与法等の改正により常勤職員の給与が改定された

場合には、非常勤職員の給与についても、常勤職

員に準じて改定するよう努める旨を追加した。人

事院は、指針に沿った適切な給与支給が行われる

よう、各府省を指導していく。

特に、今回大幅な引上げとなる初任給に連なる

若年層が在職する号俸は、非常勤職員の基本とな

る給与の決定に当たって基礎となる場合が多いと

考えられることから、 ４ 月に遡って速やかに改定

されるよう、必要な予算を確保することが求めら

れる。

３ 　給与制度のアップデート
前述のほか、昨年の職員の給与に関する報告で

表明した「社会と公務の変化に応じた給与制度の

整備（給与制度のアップデート）」について、令

和 ６ 年に向けて措置を検討する事項の骨格を示し

た。公務員人事管理に関する報告における言及箇

所を集約整理すれば以下のとおりである。

⑴　今後の公務員給与に関する考え方

職員一人一人が躍動でき、Well-beingが実現さ

れる環境整備を通じ、公務組織の各層に有為な人

材を誘致・育成することを目指す中、給与面でも、

将来的に目指す在り方を念頭に置きつつ、現下の
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課題に対応した制度のアップデートを図る必要が

ある。

今後の公務員給与の在り方については、本年 ２

月から ６ 月にかけて、学識経験者や民間企業の人

事担当役員と意見交換を行った。

公務員人事管理全体の方向性や有識者意見交換

で得られた示唆を踏まえ、今後の給与の在り方と

しては、①多様な人材の誘致と能力発揮・活躍の

促進、②チーム・組織での円滑な機能、③国民の

理解や信頼という ３ つの観点を調和させつつ、

様々な立場から納得感のある、分かりやすくイン

クルーシブ（包摂的）な体系を志向していく。具

体的には、より職務や個人の能力・実績に応じた

制度体系にシフトしていくと同時に、行政サービ

スの提供体制の維持や人材確保上の要請、人事当

局の事務負担にも配慮する必要がある。

⑵　現下の重点課題への対応と令和 ６年に向けて

措置を講じる事項の骨格

こうした方向性を念頭に置きつつ、令和 ６ 年に

向けては、公務員人事管理に関する報告で示した

現下の人事管理における ３ つの重要な課題に対応

するための給与制度の整備に取り組む。主要な検

討事項の方向性の骨格は以下のとおりである。今

後、関係者の意見を聴きながら検討作業を進め、

令和 ６ 年までに必要な措置を講ずることとした

い。

ア　人材の確保への対応

潜在的志望者層の公務員給与の従来イメージを

変えるため、採用時給与水準を改善するとともに

役割・活躍に応じた給与上昇を大きくし、給与面

での競争力を高める。

ア　新規学卒者、若手・中堅職員の処遇

初任給や係員級の俸給額を引き上げるほか、係

長級から本府省課長補佐級を対象とする各級（行

政職俸給表（一）３ ～ ７ 級相当。以下同じ。）の俸

給額の最低水準を引き上げる。あわせて、勤勉手

当の「特に優秀」区分の成績率の上限を引き上げ

る。

イ　民間人材等の処遇

前記のとおり、係長級から本府省課長補佐級の

俸給額の最低水準引上げにより、民間人材等の採

用時給与のベースを引き上げるほか、特定任期付

職員のボーナス（現在は勤勉手当が支給されず、

特に顕著な業績を挙げた場合に特定任期付職員業

績手当の支給が可能）を拡充する。また、新幹線

通勤に係る通勤手当や単身赴任手当（現行は「異

動」による場合が対象）の適用範囲を「採用」の

場合にも拡大する。

イ　組織パフォーマンスの向上

役割、能力・実績、勤務実態等をより給与に反

映し組織への貢献にふさわしい処遇を確保する一

方、全国各地での行政サービスを維持するため勤

務地を異にする異動を伴う人事配置の円滑化に資

するよう取り組む。

ア　役割や活躍に応じた処遇

若手・中堅優秀者の給与については、前記のと

おり、係長級から本府省課長補佐級の俸給額の最

低水準を引き上げる。管理職の給与については、

本府省課室長級（行政職俸給表（一）８ 級相当以上）

は、より職責を重視した俸給体系に見直し、平日

深夜に係る管理職員特別勤務手当の支給対象時間

帯（現行は午前 ０ 時から ５ 時まで）の拡大や支給

要件の明確化を行う。ボーナスについては前記の

とおり、勤勉手当の「特に優秀」区分の成績率の

上限を引き上げる。

イ　円滑な配置等への対応

地域手当に関しては、最新の民間賃金の反映と

併せ、現行は市町村単位となっている級地区分の

設定を広域化するなど大くくりな調整方法に見直

す。また、新幹線通勤に係る通勤手当額を見直す

とともに、現在は職務関連手当等に限定されてい

る定年前再任用短時間勤務職員等に支給する手当

を拡大する。
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上記のほか、広域的な異動の円滑化のための措

置についても更に検討を行う。

ウ　働き方やライフスタイルの多様化への対応

働き方のニーズやライフスタイルが多様化する

中で、給与制度においても職員の選択を後押し

し、様々な形で活躍できるよう必要な措置を講じ

ていく。

具体的には、公務と民間の状況を踏まえ、配偶

者等に係る扶養手当を見直す一方、子に係る手当

を増額する。また、前述のとおり、公務における

テレワークの普及状況を踏まえ、新たに在宅勤務

等手当（月額3, 000円）を設け、あわせて、通勤

手当について調整を行うこととし、先行的に本年

勧告を行った。そのほか、前記のとおり、新幹線

通勤に係る通勤手当及び単身赴任手当の適用範囲

の拡大や、新幹線通勤に係る手当額の見直しを行

う。

⑶　引き続き検討する事項

公務員の給与水準の在り方については、職務の

内容や責任等に着目するなどよりきめ細かい形で

民間の状況を参照しつつ、引き続き分析・研究を

進めていく。

また、定年引上げに係る改正法の附則を踏ま

え、60歳前・60歳超の各職員層の給与水準（給与

カーブ）の在り方については、段階的な定年引上

げの中での人事管理の変化や民間における状況を

注視しつつ検討を行っていく。
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はじめに
人事院は、本年 ８ 月 ７ 日、国会及び内閣に、職

員の勤務時間の改定に関する勧告を行った。本稿

では、その趣旨・内容等を説明しつつ、公務員人

事管理に関する報告において表明した人事院の取

組のうち、「多様なワークスタイル・ライフスタ

イル実現と職員のWell-beingの土台となる環境整

備」に係る取組もあわせて紹介することとしたい。

～本年の報告・勧告の概要～
 （多様なワークスタイル・ライフスタイル実現と
職員のWell-beingの土台となる環境整備に係
る報告）
ライフスタイルや働き方に対する価値観が多様

化している状況に鑑みれば、個々の職員の事情を

尊重した働き方を可能とする環境の整備を推進す

ることは、職員がやりがいを持って生き生きと働

くことができる環境づくりにつながり、ひいては

働く場としての公務職場の魅力の向上にも資す

る。

こうした観点から、多様なワークスタイル・ラ

イフスタイルを可能とする取組（柔軟な働き方を

実装するための制度改革の推進等、仕事と生活の

両立支援、職員の選択を後押しする給与制度上の

措置）や、職員のWell-beingの土台づくりに資す

る取組（超過勤務の縮減、職員の健康増進、ゼ

ロ・ハラスメントに向けた取組）を推進する。

職員の勤務時間の改定に関する勧告等について

人事院職員福祉局職員福祉課長　西　桜子
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～本年の報告・勧告の説明～
１　多様なワークスタイル・ライフスタイルを可
能とする取組

⑴　柔軟な働き方を実装するための制度改革の推

進等

人事院では、昨年 １ 月から本年 ３ 月にかけて、

学識経験者により構成する「テレワーク等の柔軟

な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関

する研究会」を開催した。人事院は、本年 ３ 月に

取りまとめられた研究会の最終報告の提言の内容

を基本として、関係各方面と調整しつつ、次の措

置の実現を図ることとしている。

ア　フレックスタイム制の見直し（令和 ７年 ４月

施行）

フレックスタイム制等の活用による柔軟な働き

方の推進は、職員一人一人の能力発揮やワーク・

ライフ・バランスの実現、健康確保を通じ、公務

職場の魅力向上につながるほか、公務能率の向上

にも資するものである。

フレックスタイム制については、研究会の中間

報告（令和 ４ 年 ７ 月）の内容を踏まえ、本年 ４ 月

よりその枠組みの柔軟化を行ったが、この柔軟化

の効果が十分に発揮され、個々の職員の健康確保

や希望・事情に応じた働き方がより一層可能とな

るよう、以下①～③の見直しを図るとともに、①

の措置を実現するため、職員の勤務時間の改定に

関する勧告を行った。

 （職員の勤務時間の改定に関する勧告）
上記「柔軟な働き方を実装するための制度改革

の推進等」のうち、フレックスタイム制の活用に

より、勤務時間の総量を維持した上で、週 １ 日を

限度に勤務時間を割り振らない日（ゼロ割振り日）

を設定することができる措置を、一般の職員にも

拡大するための見直しは、一般職の職員の勤務時

間、休暇等に関する法律（以下「勤務時間法」と

いう。）の改正が必要となるため、職員の勤務時

間の改定に関する勧告を行った。
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 （職員の勤務時間の改定に関する勧告）
①　現行においては、フレックスタイム制が適用

される職員のうち、子の養育又は配偶者等の介

護をする職員等（以下「育児介護等職員」とい

う。）に限り、勤務時間の総量を維持した上で、

週 １ 日を限度に勤務時間を割り振らない日を設

定することができることとされている。

しかし、平日に勤務しない日を設けるニーズ

は、単身赴任者の帰省、遠隔地に居住する親宅

の訪問、通院、主体的な学びのための大学院通

学など、一般の職員にも広く存在すると考えら

れ、これらのニーズは今後ますます高まってい

くものと考えられる。

また、本年 ４ 月より、コアタイム及び １ 日の

最短勤務時間数を免除する日を、週 １ 日を限度

に各省各庁の長が設定できることとする等のフ

レックスタイム制の柔軟化を行ったが、現状で

は、勤務時間法の規定により、当該日を勤務し

ない日とすることまではできないため、柔軟化

の効果が限定されたものにとどまっている。

公務職場を多様な事情や価値観を有する公務

内外の有為な人材から働く場として選ばれるよ

うにするため、また、個々の職員の健康確保や

希望・事情に応じた柔軟な働き方を推進するた

めには、公務の適切な運営を確保しつつも、こ

れらのニーズに対応できる勤務環境を提供して

いく必要がある。これを踏まえると、一般の職

員についても、週 １ 日を限度に、選択した日に

ついて、コアタイム及び １ 日の最短勤務時間数

が免除されるのみでなく、勤務しない日にもで

きるようにすることが適当である。

このため、現行制度上では育児介護等職員に

限り認められている、フレックスタイム制の活

用により、勤務時間の総量を維持した上で、週

１ 日を限度に勤務時間を割り振らない日（ゼロ

割振り日）を設定することができる措置を、一

般の職員にも拡大することとした。

勤務時間を割り振らない日を設定できる措置

の拡大には勤務時間法の改正が必要となるた

め、人事院は、国会及び内閣に対し、職員の勤

務時間の改定に関する勧告を行うこととした。
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 （その他のフレックスタイム制の見直し）
②　勤務時間の割振りは、適切な執務体制の確保

の観点から、遅くとも勤務開始前に行う必要が

あるが、臨時・緊急の業務の状況の変化等によ

り、職員が当日の勤務時間の変更を申告した場

合で、当該変更を行っても公務の運営に支障が

ないと認めるときは、勤務開始後であっても、

将来に向かっての勤務時間の割振りの変更を可

能とする。

③　非常勤職員である期間業務職員についても、

業務の性質等に応じ、各省各庁の長の判断によ

り、職員の希望を踏まえ、常勤職員のフレック

スタイム制と同様の勤務時間を定めることを可

能とする。

なお、制度の柔軟化を職員の柔軟な働き方につ

なげるためには、各府省の人事当局や管理職員の

ほか、職員自身も適切な公務運営の確保と各職員

の柔軟な働き方を両立できる職場形成に積極的に

参加していく必要がある。こうしたフレックスタ

イム制の運用上のポイント等を内閣人事局と連携

して整理し各府省に提供するなどして、各府省に

おける円滑な実施を支援する。

イ　勤務間のインターバルの確保（令和 ６年 ４月

施行）

勤務間のインターバルにより、睡眠時間を含む

生活時間を十分に確保することは、健康の維持の

ために不可欠であるとともに、仕事と生活の調和

がとれた働き方を追求するためにも重要である。

また、民間労働法制では勤務間インターバルを確

保した労働時間の設定が法律上事業主の努力義務

とされている。

これらを踏まえると、国家公務員についても、

勤務間のインターバル確保の取組を早期に推進し

ていく必要があり、そのためには、各省各庁の長

の勤務間のインターバル確保に努める責務を法令

上明確にすることが適当と考えられる。このた

め、人事院規則に新たな努力義務の規定を設ける

こととする。

公務における勤務間のインターバル確保につい

ては、まずは、業務体制の見直しや、現行制度

（フレックスタイム制・早出遅出勤務等）の積極

的な活用、業務合理化等による超過勤務の縮減等

により実現に向け取り組んでいくことが可能であ

り、あわせて、適切な行政サービスの提供に支障

が生じないようにもする必要がある。

今後、勤務間のインターバル確保に資するこれ

らの取組を推進するとともに、確保状況の実態や

課題の把握、それらの結果も踏まえた課題の分

析、当該課題の解消に向けた取組の試行を実施す

るなどして、各職場で勤務間のインターバル確保

が図られるよう検討を行っていく。

ウ　夏季休暇の使用可能期間及び年次休暇の使用

単位の見直し（令和 ６年 １月施行）

夏季休暇について、業務の都合により、休暇の

使用可能期間である ７ 月から ９ 月までに休暇を使

用することが困難な職員について、休暇の使用可

能期間を前後各 １ 月拡大（ ６ 月から10月まで）す

る。

また、交替制等勤務職員の年次休暇について、

現行の日単位及び時間単位のみの使用では、実質

使用できる時間数について、他の職員よりも不利

になる状況が生じていることなどを踏まえ、特に

必要があると認められるときは、時間単位のみで

はなく、15分を単位として休暇を使用することを

可能とする。

エ　テレワークガイドラインの策定等（本年中に

策定）

テレワークの特性をいかし、公務職場に更に浸

透・定着させていくためには、適正かつ公平な運

用が確保されるよう統一的な基準を示していくこ

とが必要となる。このため、内閣人事局と連携

し、テレワークの実施に関するガイドラインを策
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定し、テレワーク実施に係る基本的な考え方と例

外的な取扱い、テレワークの勤務管理、長時間労

働対策、健康管理等について示すほか、運用上の

考え方を整理するなどして、各府省におけるテレ

ワークの円滑な実施のための必要な支援を行う。

なお、フレックスタイム制の活用など柔軟な働

き方や、勤務間のインターバル確保の推進のため

には、正確かつ簡便な勤務時間管理ができるよう

にする必要がある。そのため、内閣人事局におい

て進められている勤務時間管理システムの検討に

積極的に協力していくこととしている。

⑵　仕事と生活の両立支援

職員の希望や事情に応じた勤務を可能とするた

め、仕事と生活の両立を図る制度の充実に関して

も、各府省等から要望が多く寄せられている。特

に、育児に係る両立支援制度の対象となる子の年

齢の引上げ（現在の小学校就学前までから小学校

就学後まで）や、介護に係る制度を利用できる期

間等の拡大についての要望が多い。

本年 ６ 月に閣議決定された「こども未来戦略方

針」では、「こども・子育て支援加速化プラン」

の具体的政策として、残業免除や子の看護休暇の

対象となるこどもの年齢の引上げの検討などが示

されている。また、近年、育児のための両立支援

制度を利用できる期間を延長する民間事業所が増

える傾向にある。

これらの状況を踏まえつつ、引き続き、仕事と

生活の両立支援に必要な方策を検討し、両立支援

制度の整備・周知等に取り組んでいく。

⑶　職員の選択を後押しする給与制度上の措置

※別稿（ ６ ページ）で記述

２ 　職員のWell-beingの土台づくりに資する
取組

⑴　超過勤務の縮減　―　負のイメージの払拭に

向けて

長時間の超過勤務が生じている状況について

は、現に働いている職員個人の健康や業務能率へ

の影響があるだけでなく、今後職員となり得る若

い世代に選ばれる職場としての魅力の低下に結び

付いていることも否めず、早期に改善し、負のイ

メージを払拭しなければならない。このために

は、多方面からの取組を進める必要がある。

超過勤務の縮減には、各府省のトップが強い取

組姿勢を持ち積極的に取り組むことが必要であ

る。同時に、各課室などの職場において、管理職

員のマネジメントの強化を図り、職員の勤務時間

を適正に把握・管理することも必須である。

人事院としては、様々な機会を捉えて各府省に

対して上記の取組を求めていくほか、次のとお

り、各府省における超過勤務の縮減に向けた取組

を支援するとともに、各府省での対応が困難な課

題についても、関係機関と連携して積極的に取り

組んでいく。

昨年 ４ 月に新設した勤務時間調査・指導室では、

各府省に対して客観的な記録を基礎とした超過勤

務時間の適正な管理等について調査・指導を行っ

ており、今年度からは地方の官署を直接訪問する

形式の調査を新たに実施するほか、来年度以降体

制強化を図り、調査・指導を更に充実させていく

こととしている。

国会対応業務の改善を通じた超過勤務の縮減に

ついては、行政部内にも課題があることから各府

省に対して国会答弁作成業務の改善に取り組むよ

う求めるとともに、行政部内を超えた取組が必要

なものについては、引き続き関係各方面の御理解

と御協力をお願いしていきたい。

さらに、業務量に応じた定員・人員の確保につ

いては、業務の削減・合理化等を進め、業務量に

応じた柔軟な人員配置や必要な人員確保に努める
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よう各府省に求めていくとともに、今後も、各府

省の状況を踏まえ、必要に応じ定員管理を担当す

る部局に御協力をお願いしていきたい。

また、主な特例業務（大規模災害への対処等の

重要な業務であって特に緊急に処理することを要

する業務）の一つである人事・給与関係業務につ

いては、各府省の改善要望を踏まえ、関係機関と

も協力しながら、改善に向けて必要な取組を行っ

ていく。

⑵　職員の健康増進　―　公務版の「健康経営」

の推進等

職員のWell-beingを実現するためには、各自の

健康増進が極めて重要であり、公務版の「健康経

営」を追求していくことが喫緊の課題である。

人事院では、現在、各府省における健康管理体

制の充実のための官民調査（Well-being調査）を

実施している。今後、引き続き、公務の健康管理

体制の状況分析を行うとともに、民間における健

康経営の取組状況の調査を進め、各官署における

健康管理体制の充実や効果的な健康管理施策の推

進に向けて検討を進める。

また、心の健康に関しては、令和 ３ 年度に心の

健康の問題による長期病休者数が長期病休者全体

の ７ 割を超えており、職員の状況に応じ、 １ 次予

防（健康不全の未然防止）、 ２ 次予防（健康不全

の早期発見、早期対処）及び ３ 次予防（職場復帰

支援、再発防止）の各取組を推進していくことが

ますます重要となっている。

１ 次予防及び ２ 次予防に関する取組を一層推進

するとともに、 ３ 次予防に関しては、円滑な職場

復帰等のためにはより実践的な観点からの取組も

必要と考えられることから、今後、更なる充実に

向けて検討を進める。

⑶　ゼロ・ハラスメントに向けた取組

令和 ４ 年度に人事院が受け付けた苦情相談のう

ち相談内容として最も多いのはハラスメント関係

で、ハラスメントに対する職員の意識が高まって

いることがうかがえる。また、近年、社会全体

で、組織外からのハラスメントに対する対応への

関心も高まっている。ハラスメントについては、

根絶する強い意志を持って、従来以上の具体的取

組を行う必要がある。

こうした状況等を踏まえ、ハラスメント防止対

策については、本年度から新たに本府省及び地方

機関の課長級以上の職員等を対象に実施する研修

において、ハラスメント防止対策に関する自身の

役割の重要性の理解促進を図っていく。

また、各府省におけるハラスメント事案の解決

や相談体制に係る実情・課題を把握するため、本

院が昨年12月から本年 １ 月にかけて実施したアン

ケートの結果（相談を受けた相談担当者は専門的

な参考意見を得るための外部の相談窓口が必要と

考えている、相談担当者は研修の充実を望んでい

るなど）も踏まえ、今後、有識者への意見聴取も

行いながら、相談担当者のニーズに応じた研修の

充実や、相談担当者をサポートするための体制整

備の具体化等の取組を行っていく。

おわりに
国家公務員採用試験の申込者数が減少傾向にあ

る一方で、若年層職員の離職者数は増加傾向にあ

るなど、公務人材の確保は、危機的な状況に直面

している。ここで御紹介した、多様なワークスタ

イル・ライフスタイルを可能とする取組や職員の

Well-beingの土台となる環境整備は、働く場とし

ての公務職場の魅力の向上に資するものであり、

本年、人事院が表明した他の施策と相まって、更

なる有為な人材をひきつける好循環の実現につな

がることが期待される。このような効果に鑑み、

関係各方面の御理解・御協力も得ながら、着実に

取り組んでまいりたい。
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はじめに
公務員連絡会は、本年の人事院勧告期における

重要課題として、①全職員に対する月例給を引上

げさせること、②一時金の支給月数を引き上げ、

期末・勤勉の適正な配分を行わせること、③初任

給を中心とする若年層における民間賃金との格差

解消を図らせること、④「社会と公務の変化に応

じた給与制度の整備」について、地方で働く職員

にも十分配慮したものとさせること、⑤再任用職

員への生活関連手当の支給を含め高齢層職員の処

遇の見直しを図らせること、⑥更なる非常勤職員

の待遇を改善させること等を人事院に求め、取組

を強化した。

特に、本年は「社会と公務の変化に応じた給与

制度の整備」に関する「骨格案」が示される予定

であること等を踏まえ、 ５ 月末から ６ 月末にかけ

て、人事院に対する全国署名活動（書面および

ネット）を展開し、683, 141筆を集めるとともに、

７ 月11日には、各構成組織の地方代表者を中心

に、それらの署名の提出行動を実施し、職員団体

審議官に要請を行った。また、 ７ 月26日には、 ４

年ぶりに中央行動を1, 500人規模で開催し、交渉

支援行動や霞が関一周デモ等を実施し意思統一を

図った。

本稿では、本年の勧告・報告における主要な課

題の特徴及び基本的な評価についてお示しする。

１ ．勧告・報告等の全体の構成について
まず、本年の勧告・報告等の全体構成について、

指摘する必要がある。

本年は、例年の勧告・報告等と異なり、冒頭に

「公務員人事管理に関する報告」がまず置かれ、

次に「職員の勤務時間の改定に関する勧告」、そ

して最後に「職員の給与に関する報告」「職員の

給与の改定に関する勧告」が記載されるという極

めて異例の構成となった。

しかし、国家公務員法は第 ３ 条において「中央

人事行政機関」として人事院を位置づけ、採用試

験、任免、人材の養成等々を、その所掌として示

しながらも、その第一には、「給与その他の勤務

条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告」が

示されていることを指摘したい。

また、1947年10月の国家公務員法成立時には、

人事院（当初は人事委員会）は発足しておらず、

その後「2. 1ゼネスト」を頂点とする公務員労働

運動の隆盛に危機感を覚えたＧＨＱおよび日本政

府が政令201号の公布および国公法の改正を行い、

公務員にも認められていた労働三権を剥奪し、そ

の代わりに、人事院に対して国会や内閣への勧告

権を認めた、という歴史的経緯を見逃すわけには

いかない。すなわち人事院は、その始動当初から

「日本国憲法に認められた公務員の労働基本権を

制約することに対する代償機関」として存在して

いるのであって、そのことは人事院自身も事ある

ごとに内外に明示しているところである。

これらのことから考えれば、この前例のない構

成は、人事院の基本機能に関わる問題として指摘

しておかなければならない。

以上のことから、本稿においては、昨年までの

人事院勧告・報告等の構成と同様に、給与関係の

勧告・報告をまず始めに解説し、続いて勤務時間

関係の勧告、そして「公務員人事管理に関する報

告」について解説していくこととする。

国家公務員の給与等に関する勧告等について

公務員労働組合連絡会　副事務局長　高柳　英喜
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２ ．給与関係の勧告・報告
⑴　月例給与（官民較差）について

本年の民間給与実態調査の結果、官民較差につ

いては、民間給与が407, 884円だったのに対し、

国家公務員給与は404, 015円となり、民間が公務

を3, 869円、0. 96％上回ることとなった。この結

果を踏まえ、人事院は、官民較差を埋めるべく、

民間との給与比較を行っている行政職俸給表（一）

について、平均1. 1％の引上げ改定を行うことを

勧告した。

具体的には、民間における初任給の動向や、公

務において人材確保が喫緊の課題であること等を

踏まえ、一般職試験（高卒者）に係る初任給を

7. 8％（12, 000円）、一般職試験（大卒程度）に係

る初任給を5. 9％（11, 000円）、総合職試験（大卒

程度）に係る初任給を5. 8％（11, 000円）、それぞ

れ引き上げることとした。また、これを踏まえ、

若年層が在職する号俸に重点を置き、そこから改

定率を逓減させる形で引上げ改定を行うこととした。

併せて、①定年前再任用短時間勤務職員の基準

俸給月額について、各級の改定額を踏まえ、所要

の引上げ改定を行う、②行政職俸給表（一）以外の

俸給表についても、行政職俸給表（一）との均衡を

基本に所要の引上げ改定を行う等が示された。

これらの結果について、公務員連絡会として

は、①初任給を中心に、公務が民間の水準を下回

り、そのことが公務における人材確保に困難をも

たらしている一要因となっていることは事実であ

り、初任給改善と若年層の賃金水準確保について

は理解できる。また、このことは非常勤職員の処

遇改善にも繋がるものである。②一方で、公務を

含む日本の労働者の賃金の低迷は深刻であり、

2023年 ６ 月段階で実質賃金が15か月連続のマイナ

スとなっている（厚労省・毎勤統計）もとで、昨

年来の物価高騰が今なお全職員の生活を圧迫して

おり、全世代・全職員の賃金引上げもまた極めて

重要である。このようなことからすれば、引上げ

に当たっての配分のあり方については課題が残る

が、2018年以来の全職員の引上げとなったことは

一定評価できる。③特に、人勧期の交渉過程にお

いて、人事院が配分のあり方をめぐり例年以上に

厳しい認識を示すもとで、我々が粘り強く「全職

員の引上げ勧告」を求めた結果、俸給表全体の改

定を勝ち取ることが出来たことは、この間の交渉

の一定の到達点として受け止めるものである。

⑵　一時金について

期末手当及び勤勉手当について、人事院は、昨

年 ８ 月から本年 ７ 月までの １ 年間における民間の

特別給の支給割合との均衡を図るため、支給月数

を0. 10月分引き上げ、4. 50月分とすることとし

た。また、支給月数の引き上げ分は期末手当、勤

勉手当に充てることとした。

この間人事院は、「公務員の賃金、一時金につ

いて、厳しい見方はなお存在している」等として、

「民間の考課査定分と一律分との比率に極力近づ

ける必要がある」との考え方のもと、「一時金を

引き上げる場合は勤勉手当に、引き下げる場合は

期末手当から」としてきた。これに対して、我々

は、大災害や、新型コロナ対応の中で、限界を超

えて奮闘する職員全体の労苦に報いることはあっ

て然るべきであり、その一つの形として、期末手

当をもって充てることもあり得ること等を主張し

てきた。この立場からすれば、今回、1997年勧告

以来となる期末手当の引上げが行われたことは、

一定の評価が出来る。

⑶　在宅勤務等手当について

人事院は、「民間企業において在宅勤務関連手

当の導入が進んでいる状況にある」として、給与

法を改正し、在宅勤務等を中心とした働き方をす

る職員（月の10日以上を在宅勤務する者）に対し

て在宅勤務等手当を新設することを勧告した。月

額3, 000円の定額とし、その分の通勤手当につい

て、交通機関を利用する者、自動車等を使用する

者のいずれも減額調整を行う。実施時期は、来年
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４ 月 １ 日としている。

在宅勤務に従事すれば、その回数等にかかわら

ず、職員は、程度の差はあっても通常以上に光熱

水道費を負担することになる。一方、今回示され

ている内容であれば、支給対象となる職員は相当

程度限られるものと考えられる。そのため、公務

員連絡会としては、もう少し対象の幅を広げる等

の対応も検討するよう求めてきたが、財源が限ら

れ、また正確な勤務時間管理を含めて事務部門の

過度な業務負荷を避ける観点からすれば、当面は

やむを得ないものと考える。ただし、今後、コロ

ナ禍のもとでの緊急避難的な対応ではなく、「柔

軟な働き方」が定着する中で、より在宅勤務が拡

大した場合等においては、民間の動向も注視しな

がら、更なる改善も視野に入れて対応するよう求

めることが必要である。

⑷　非常勤職員の給与について

本年 ４ 月から適用となった改正「非常勤職員の

給与に関する指針」（給実甲第1064号）に基づき、

給与法等の改正により常勤職員の給与が改定され

た場合には、非常勤職員の給与についても、常勤

職員に準じて改定するよう努めるよう、各府省を

指導していくことが示された。

これは、給与改定時における「 ４ 月遡及」を非

常勤職員にも適用するよう徹底することを示した

ものである。昨年11月10日の参議院内閣委員会に

おける河野国公担当大臣の答弁に端を発するもの

であり、内閣人事局が所管する「人事管理運営協

議会幹事会申合せ」も改定されている。これらは、

地方公務員等にも影響することから、非常に重要

な課題であり、我々としても、今後各府省の動向

を注視し、指針通りに行わせる必要がある。

３ ．勤務時間に関する勧告について
現在、育児介護等職員に限り認められている、

勤務時間の総量を維持した上で、フレックスタイ

ム制を活用し、週 １ 日を限度に勤務時間を割り振

らない日を設定することができる措置を一般の職

員にも拡大するために、勤務時間法の改正が勧告

された。2025年 ４ 月 １ 日からの実施が適当として

いる。

我々としては、当面の措置として、「勤務時間

の総量を維持した上で」とすることは、定員管理

の観点との整合性等、当面はやむを得ないものと

考えるが、より柔軟な働き方の導入による人材確

保に資する観点、60歳を超える常勤職員が今後増

加することや、非常勤職員が増加し現在およそ15

～16万人（一般職全体の40％弱）を占め、常勤職

員と同等の業務を担っている者も増加している職

場実態等を踏まえれば、「勤務時間の総量が短い

常勤職員」（短時間公務員制度）などについても、

将来的な検討課題とすべきではないかと考える。

４ ．「社会と公務の変化に応じた給与制度の整
備（給与制度のアップデート）」について
昨年人事院が打ち出した「社会と公務の変化に

応じた給与制度の整備（給与制度のアップデー

ト）」について、「骨格案」が示された。

具体的には、①「人材確保への対応」として、

新卒者、若手・中堅職員の処遇や民間人材等の処

遇の改善、②「組織パフォーマンスの向上」とし

て、役割や活躍に応じた処遇や、地域手当、再任

用職員に関する手当の見直しなど円滑な配置等へ

の対応、③「働き方やライフスタイルの多様化へ

の対応」として、扶養手当、新幹線通勤に関わる

手当、単身赴任手当の見直しなど、の三つの柱に

よって構成されている。以下では、骨格案として

示されたそれぞれの項目に沿って、その中身につ

いて検討する。

⑴　人材の確保への対応

人事院は、新卒者、若手・中堅職員の処遇につ

いて、初任給や係員級の俸給額を引き上げるとし

ている。本年の民調において初任給の増額改定を

行った企業は大卒55. 7％（前年32. 9％）、高卒
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62. 5％（前年38. 6％）と大幅に伸長しており、そ

のような中で、初任給等の俸給月額を引上げるこ

とは、公務における人材確保の観点から、引き続

き重要である。

一方で、これまで累次の俸給表改定を通じて水

準抑制が図られてきた中高年層職員における賃金

水準もまた、職務におけるモチベーションの維

持・向上等の観点から重要であり、今後官民較差

が生じた場合の配分のあり方は重要な課題となる。

また、民間人材等の処遇について、20歳台後半

から30歳台にかけての俸給額の最低水準の引上

げ、高度専門人材のボーナスの拡充、採用時から

の新幹線通勤・単身赴任に対する手当支給を通じ

て、民間人材の確保を行うとしている。

採用時からの新幹線通勤・単身赴任に対する手

当支給については、公務員連絡会としてもこれま

で取り上げてきた課題であり、検討の方向性につ

いては評価したい。

⑵　組織パフォーマンスの向上

①　地域手当の大くくり化

人事院は、円滑な配置等への対応として、地域

手当について、級地区分の設定を広域化するなど

大くくりな調整方法に見直すことにより、地域を

またぐ人事異動時の影響の緩和を図るとしている。

人事院は、我々との交渉において「地域手当の

大くくり化については、具体的にどのように行う

かについてこれから検討を行っていく。地域手当

の現状について、大くくりの調整方法に見直すこ

とによって不均衡を是正して円滑な配置を行える

よう対応していく」と見直しの趣旨を回答してい

るが、検討内容によっては、これまでの見直しと

同様に引き下げとなる支給地域が生じることも想

定される。また、地方公務員や独立行政法人等へ

も少なからず影響を及ぼすことから、見直しに当

たっては、人事院には慎重かつ多角的な検討と、

公務員連絡会との十分な交渉・協議、合意の上で

進めることが強く求められる。

②　定年前再任用短時間勤務職員等に支給する手

当の拡大

現在、定年前再任用短時間勤務職員や暫定再任

用職員に支給される手当は、職務関連手当等に限

定されているが、本年の報告において人事院は、

人事運用の変化を踏まえて手当の支給範囲を拡大

し、多様な人事配置を行う上での活躍を支援する

としている。

再任用職員の生活関連手当の支給については、

我々の他にも各省からの要望等も多く、再任用職

員が公務上の必要性により転居を伴う異動を余儀

なくされる現状等を踏まえれば、早急に措置すべ

き課題であるといえる。

⑶　働き方やライフスタイルの多様化への対応

人事院は、扶養手当について、共働きの増加等

を受け、公務、民間ともに配偶者に対する手当の

支給が減少している傾向にあることから、配偶者

等に係る手当を見直し、子に係る手当を増額する

としている。「子育て支援」「女性活躍推進」「ラ

イフスタイルの多様化」等の観点から、その見直

しの必要性については理解できるものである。

以上のように、給与制度のアップデートにおけ

る「令和 ６ 年に向けて措置を検討する」事項とし

て挙げられている ３ 本の柱を基に見てきたが、そ

の検討については、我々が改善を要望してきた課

題もある一方で、当該職員にとって必ずしも改善

につながらない措置も想定できる。

いずれにしても今回示されたのはあくまでも

「骨格案」であり、検討の方向性が示されたに過

ぎないことに留意が必要である。そのことを前提

とした上で、措置の内容如何によっては職員の年

齢、勤務地、家族構成など個々の実情によって大

きく影響を及ぼすものとなることから、組合員の

理解と納得が極めて重要である。

人事院が来年の成案に向け、秋以降、個別具体

の内容について、引き続き我々との交渉・協議を
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行うことを明言していることを踏まえ、交渉・協

議を強化し、合意に基づく対応を求めていく。

なお、国家公務員法等の一部を改正する法律附

則第16条において規定されている、いわゆる60歳

前後の給与カーブの課題については、本年の報告

において、具体的な方向性について言及はなされ

なかった。

引き続き人事院における検討状況を注視するこ

ととするが、本年の民調結果において、定年年齢

を61歳以上とした事業所は20％（前年18. 4％）、

定年年齢を引き上げた事業所において、一定年齢

到達を理由とした給与減額をしないとした事業所

は管理職について56. 2％（前年53. 3％）、非管理

職について60. 2％（前年57. 4％）と、昨年より増

加している実態が明らかとなっている点について

のみ指摘しておく。

その上で、今後の60歳前後の給与カーブの課題

の検討に当たっては、60歳以上の職員の給与に関

しても精確なラスパイレス比較に基づき官民比較

を行うことも視野に入れつつ、その給与水準を含

めた給与カーブのあり方について具体的な方向性

を示していくことが人事院に求められる。

５ ．公務員人事管理に関する報告について
人事院は、今回の勧告・報告にあたっての基本

的な認識として、「社会経済情勢や国際情勢が激

変する中、国民の利益を守り、世界最高水準の行

政サービスを提供し、活力ある社会を築く」こと

をめざし、「行政の経営管理力を高め、公務組織

の各層に有為な人材を誘致・育成することが不可

欠」としている。そのために、「職員一人一人が

躍動でき、Well-beingが実現される環境整備が必

要」として、「 １ ．公務組織を支える多様で有為

な人材の確保のための一体的な取組」「 ２ ．職員

個々の成長を通じた組織パフォーマンスの向上施

策」「 ３ ．多様なワークスタイル・ライフスタイ

ル実現とWell-beingの土台となる環境整備」の三

つの分野に分け、民間からの人材確保と官民人事

交流の推進、職員の自律的なキャリア形成、仕事

と生活の両立支援、超過勤務の縮減、ゼロ・ハラ

スメントに向けた取組等々を示している。

なお、「テレワーク等研究会」最終報告に基づ

く各種措置、すなわち、「選択的週休三日制」「勤

務間のインターバル確保」「夏季休暇の使用可能

期間及び年次休暇の使用単位の見直し」「テレワー

クガイドラインの策定」等については、「柔軟な

働き方を実装するための制度改革の推進」として、

ここで論理展開されている。また、上記 ４ ．で示

した「給与制度のアップデート」関係についても、

この中で、適宜示されている。

これらのうち、「柔軟な働き方」および「給与

制度のアップデート」関連については、この間の

我々と人事院との交渉・協議の経過を踏まえて、

引き続き適宜対応していく。それ以外の項目につ

いては、「超過勤務の縮減」など我々とも基本的

な方向性が共有できる項目がある一方で、現段階

では具体的方向性が定かではないものや、実効性

に疑問符が付く課題もある。よって、今後、人事

院がより詳細な検討を行い、一定の具体策が示さ

れるのに相即して、対応を図っていく。

おわりに
勧告を受け、公務員連絡会は、政府に対して、

「本年の給与改定勧告について、勧告通り実施す

る閣議決定を行い、所要の法案を国会に提出する

こと」を求める要求書を、 ８ 月 ７ 日に河野国家公

務員制度担当大臣、 ８ 月10日に加藤厚生労働大臣

へそれぞれ提出を行った。

給与勧告の取扱いについては、秋の臨時国会で

所要の改正法案が審議されることとなる。公務員

連絡会は、国会対策を強化するとともに、適切な

時期に内閣人事局との交渉を配置して、交渉・協

議、合意に基づく速やかな給与の改定に係る措置

をめざしていく。
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打ち出し豊富な勧告

時事通信社　内政部　土井　はるか

人事院は ８ 月 ７ 日、2023年度の国家公務員給与

について、月給と期末・勤勉手当（ボーナス）を

いずれも ２ 年連続で引き上げるよう国会と内閣に

勧告した。特に月給の官民較差の額は、1994年以

来29年ぶりの高水準で、初任給を民間並みに大幅

に引き上げた。柔軟な働き方の推進に向けて、在

宅勤務等手当の新設や、 １ カ月当たりの合計勤務

時間を変えずに土日以外に休日を増やす「選択的

週休 ３ 日（ゼロ割振り日）」の一般職員への拡充、

終業と始業の間に一定時間以上の休息を設ける

「勤務間インターバル」の努力義務化など、新た

な打ち出しが充実した勧告となった。社会の変化

に応じ、俸給表の構造や諸手当を見直す「給与制

度のアップデート」には、地方自治体にも影響が

生じる地域手当などの見直しが含まれており、骨

子案が示された今年は、例年以上に給与以外の部

分にも注目が集まった。

内容が盛りだくさんな分、「いかに分かりやす

く伝えるか」という点には一層注意を払った。自

分が人事院担当でなければ理解できない言葉をな

るべく避け、新しい制度は読者に誤解を与えない

ためにも現状と課題、民間での取り組み実態など

の取材に時間を掛けた。現行制度の勉強には苦戦

もしたが、人事院や職員組合をはじめとする関係

者の皆様に丁寧に教えていただき、多くのニュー

スを提供することができた。改めて感謝を申し上

げたい。

◇好調ムードでも慎重に
「今年の給与はおそらく上がる。焦点は上げ幅

だ」。勧告の基礎資料となる民間給与実態調査が

始まる前から月給で民間が公務員を上回る雰囲気

を感じていた。新型コロナウイルス感染症からの

経済回復や物価上昇を背景とした民間企業の賃上

げが続き、日本労働組合総連合会（連合）の集計

では、23年春闘の定期昇給分を含む平均賃上げ率

は3. 58％（前年2. 07％）。大手企業を対象とした

日本経済団体連合会（経団連）の １ 次集計も定期

昇給分を含む賃上げ率が3. 91％（前年2. 35％）と

好調ムード。こうした民間の状況から、取材先で

は「官民較差は １ ％台に乗るのではないか」と大

幅な月給引き上げに期待する声が多く聞かれ、方

向性は占いやすい年だったように思う。

ボーナスについては、連合の集計で平均回答月

数が22年冬分は2. 33カ月（前年実績2. 21カ月）と

伸びているが、23年夏分は2. 34カ月（同2. 33カ月）

と伸びが鈍化。民間給与実態調査とは対象業種の

構成や規模などが異なっているものの、業種によ

るばらつきがみられた。民間の好調ムードや関係

者への取材で、ボーナスの実額が増えるという感

触を掴んでいたが、中小企業などではボーナスを

一定額で支払っているところがあり、ベースアッ

プに積んだ分、ボーナスの支給月数としては減る

企業があるのではないかとの懸念があった。一

方、取材では「民間の前年冬ボーナス分が大きく

伸びていた貯金を考えれば、月数で考えても民間

が公務員を上回るのではないか」という話もあっ

た。人事院を過去に担当していた先輩方から、

「思い込みは排除する」ようアドバイスを受けて

いただけに、ボーナスについては「引き上げ」以

外の選択肢も含めて取材を進めた。

民間給与実態調査の集計が進むにつれ、取材で

は「民間が上がっていても民間給与実態調査だと

そこまで上がらないこともある。楽観視できな
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い」など慎重な意見が目立つようになった。同時

に、ボーナスの「二捨三入」の考え方に触れる関

係者もいた。ボーナスは0. 05カ月単位で改定する

ため、官民較差の小数点第 ２ 位の数字が １ や ２ 、

６ や ７ なら切り捨て、 ３ や ４ 、 ８ や ９ なら切り上

げる。関係者の「前年の民間給与実態調査では

4. 41カ月の官民較差があったが、0. 01カ月分を切

り捨てている。その積み残しで今年は発射台が低

くなってるのではないか」という言葉を頼りに、

８ 月頭まで情報収集を続けた。

結果は、月給を平均0. 96％（3, 869円）引き上げ、

頭を悩ませたボーナスについては前年ほどの官民

較差はなかったものの、公務員が民間を0. 09カ月

下回り、0. 10カ月分引き上げて、年4. 50カ月とす

る内容となった。

月給について、ある人事院幹部は「今回の規模

は久しぶりだ」と朗らかな表情をしつつ、「民間

の動きに合わせ初任給を手厚くするというコンセ

ンサスは取れていた。ただ、職員全体に行き届く

ようにするためにいろいろ考えた」と振り返った。

配分について人事院内で議論を重ねた様子がうか

がえた。

今回初めて人事院勧告を取材して驚いたこと

は、数字が当初思っていたより伸びなかったこと

だ。民間給与実態調査の対象は従業員数50人以上

と比較的小規模な事業所も含む。そうした中で生

じた官民較差を原資に若年層に割り振っており、

中高年層の月給は上がりにくくなっている。今後

も、給与勧告の対象となる各省庁に勤務する一般

行政職員約28. 2万人の納得を得られ続けられるの

だろうかと調査の難しさを感じた。

◇公務員離れの要因は？
公務員人事管理に関する報告では、個々の事情

に応じて柔軟な働き方ができる選択肢を増やす姿

勢や、新たな時代を見据えて公務員制度が抱える

問題を議論する諮問会議の設置など、「公務員離

れ」に歯止めをかけたい人事院の本気度を感じた。

幹部候補となる国家公務員総合職の春試験の申込

者数は、現方式となった12年度の ２ 万3, 881人か

ら、23年度は １ 万4, 372人まで減少。一方、 ５ 年

未満で辞めてしまう若手職員は、13年度採用者で

5. 1％だったのに対し、16年度には10. 0％と増加

傾向にある。

国家公務員の働き方について取材する前は、長

時間労働が常態化したブラックな職場環境や仕事

のやりがいを感じにくいことが、公務員のなり手

不足の要因だと思っていた。しかし実際には、長

時間労働の是正に向けた調査を実施したり、残業

代の全額支払いを徹底したりするなど、働き方や

処遇は見直されてきている。ある中堅官僚からは

「自分たちが若手の頃は残業代も少ししか出な

かった。今の方が明らかに処遇が良い」という話

を聞いた。仕事のやりがいについても、キャリア

パスに着目した研修や、データやデジタル技術を

活用した職員一人ひとりの事情にきめ細かく応じ

た人材マネジメントに乗り出している。

諮問会議では、新たな時代を見据えた公務員人

事管理の在り方を、聖域を設けず各界有識者を集

めて課題横断的に議論するという。勧告が落ち着

いた頃、具体的に何を話し合う会議なのか人事院

幹部に尋ねたところ、「公務員制度が抱える問題

は何だと思う？」と質問が返ってきた。すぐに思

いついたのは、先に述べたブラックと言われる職

場環境ややりがいを感じにくい点だが、改善が進

んでいると聞くだけに、その場では返答ができな

かった。

社会人 ６ 年目の私の周囲では、転職経験のある

友人が少なくない。彼らに共通するのは、「仕事

のやりがい」と「仕事量に見合った評価・給与」、

「ワークライフバランスが整った職場」のバラン

スを総合判断した上で新しい職場を決めている点

だとみている。ワークライフバランスを求める

分、給与をそこまで求めていなかったり、若手な

がらさまざまなプロジェクトにアサインされてや

りがいを感じているものの、若手というくくりで
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同年代との間で評価の差が小さいことに不満を感

じて転職したりするなど、価値観が多様化してい

ると感じる。

一つの組織で仕事を続ける価値観が薄れつつあ

る中で、公務員がより選ばれるためには何が必要

なのか。諮問会議の出口を見守りたい。

◇分かりやすさとは
私が所属する時事通信社の内政部は、各省庁で

地方自治や公共事業、学校教育など幅広い政策の

企画立案段階から決定までの流れを追う。記事

は、全国のマスコミ契約社を通じて一般読者に届

くともに、弊社の行政情報サービス「iJAMP」

で全国の自治体や政府機関に配信されるが、それ

ぞれで読者層が異なるため、書き分ける必要があ

る。今回の人事院勧告の原稿では、一般読者向け

には、公務員の給与制度や働き方を説明した上

で、現状の課題や新しく変わる部分などを民間の

制度になぞらえた。一方、iJAMPは主な読者が

公務員であることから、既存制度は簡潔に示し、

新しい制度の狙いや検討事項、懸念点などを盛り

込み、丁寧に説明するよう心掛けた。

特に選択的週休 ３ 日の表記には注意を払った。

人事院の勤務時間に関する勧告では、勤務時間を

割り振らない日であるとして「ゼロ割振り日」と

いう名称で打ち出された。民間企業では法定労働

時間内で就業規則や雇用契約書などで労働時間が

定められている。一方、公務員については勤務時

間や休暇が勤務時間法などで定められ、月～金曜

日は １ 日 ７ 時間45分の勤務時間を割り振ることに

なっている。この「勤務時間を割り振る」という

言葉になじみがない一般読者にとって、「割振り」

という言葉は伝わりにくいと考えた。

地方自治体でも、勤務した日に長めに働くこと

で、土日以外に １ 日休みを追加する「週休 ３ 日制」

を試行する動きが出てきている。ただ、「公務員

は休みが週 ３ 日になるのか」と読者に誤解を与え

ることがないよう、あくまで合計勤務時間が変わ

らないこと、働き方の選択肢の一つであることを

添え、選択的週休 ３ 日の表記とすることにした。

25年 ４ 月の施行以降、制度が定着していけばおの

ずと呼び方も定まるだろうと考える。

人事院が今回大幅に引き上げを求めた初任給に

ついても、どう表現するのが適切か慎重に考え

た。勧告通り実施されれば、本府省の総合職大卒

者の月給は、手当を含めて約25万円となる。これ

を人事院幹部の言葉を借りて、「メガバンク」並

みの水準と表記。ただ、「メガバンクは給料が良

さそう」という印象を持つ人もいれば、元々メガ

バンクの性質上、民間企業の中でも初任給が低め

に設定されていることを知っている人もいる。そ

れを踏まえると、「メガバンク並み」はかえって

分かりにくくなってしまわないか懸念した。

◇取材を振り返って
私はこれまで、愛知県警や岐阜県全域、こども

家庭庁などを担当してきた。 ５ 月に人事院担当に

なるまで、人事院が夏に勧告を行うこと以外は何

も分かっておらず、22年度の勧告内容が掲載され

ている人事院月報（22年 ９ 月号）を片手に、今年

度の勧告のポイントを聞いて回るところから取材

を始めた。給与勧告の歴史のほか、有識者研究会

がまとめた働き方に関する最終報告、24年のアッ

プデートに盛り込まれる地域手当や新幹線通勤の

仕組み、寒冷地手当など、取材すればするほど今

年度は勧告時に理解しておかなければならないこ

とが盛りだくさんだと焦ったのを覚えている。

勉強や記事を書く上でベースにしたのは、民間

企業に勤める自分はどのような制度の中で働いて

いるのかを理解することだった。制度を取材する

際、人事院幹部から「御社はどうなっているの？」

と聞かれることが多々あった。恥ずかしながら担

当になるまで自分の会社の給与体系すら把握して

おらず、給料日にお金が振り込まれていることを

確認するくらいだった。

働き方についても同様で、私は裁量労働制の適
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用対象となっているものの、フレックスタイム制

との違いを理解していないことにも気がつき、自

身の働き方について省みる機会となった。最近は

少なくなったが、取材案件があれば朝も夜も関係

なく仕事が発生する職種だ。勤務間インターバル

を取材する中で、21年に閣議決定した「過労死等

防止対策大綱」で、民間では労働者30人以上の企

業での導入割合を25年までに15％以上とする目標

が設定されているが、厚生労働省の22年就労条件

総合調査では、導入している企業が5. 8％にとど

まると知った。今回の公務員人事管理に関する報

告で、勤務間インターバルの確保が各省庁の努力

義務とされたが、実践が容易なことではないとい

うことは体感で分かる。

こうした勤務間インターバルをはじめ、在宅勤

務等手当や選択的週休 ３ 日、夏季休暇が繁忙期に

当たる職員の休暇取得期間の拡大などを打ち出し

た今回の勧告・報告は、国家公務員の働き方の選

択肢を増やす上で、前進があったと感じる。長時

間労働が常態化している霞が関が変化すること

で、民間でも働き方がより柔軟になることを期待

する。

また、取材を振り返り、ここ数年にない月給の

引き上げ幅や、働き方改革の打ち出しが多かった

今年度を担当でき、幸運だったと感じている。今

回の勧告・報告に関する内容をiJAMPで計 ９ 本

配信したところ、 ８ 本が １ 万クリック超え。一般

読者向けに配信した記事では、夏季休暇の取得可

能期間の拡大が、地方紙やブロック紙の計 ６ 紙の

紙面を飾った。人事院の取り組みは、iJAMP読

者である公務員の給与や働き方に直結するだけで

なく、民間企業の働き方に波及する可能性があ

り、注目度の高さを改めて実感した。

今後、公務員制度が抱える課題を考える諮問 

会議や、来年示される給与制度のアップデート 

の議論が本格化する。これからの公務員制度を 

人事院がどう舵取りしていくのか注視してい 

きたい。（了）
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� 令和 ５ 年 ８ 月 ７日

衆 議 院 議 長　　細　田　博　之　殿

参 議 院 議 長　　尾　辻　秀　久　殿

内閣総理大臣　　岸　田　文　雄　殿

� 人事院総裁　　川　本　裕　子

人事院は、国家公務員法、一般職の職員の給与

に関する法律、一般職の職員の勤務時間、休暇等

に関する法律等に基づき、公務員人事管理につい

て別紙第 １のとおり報告し、一般職の職員の勤務

時間について別紙第 ２ のとおり勧告するととも

に、一般職の職員の給与について別紙第 ３のとお

り報告し、別紙第 ４のとおり勧告する。

別紙第 １

公務員人事管理に関する報告

社会経済情勢や国際情勢が激変する中で、行政

には、国民の利益を守り、世界最高水準の行政

サービスを提供し、活力ある社会を築く重要な役

割を担うことが求められている。これを実現する

ためには、行政の経営管理力、更には国家を運営

する力を高め、行政を担う公務組織の各層におい

て有為な人材を誘致し、育成することが不可欠と

なる。

国家的課題とも言える公務人材の確保は、今、

危機的な状況に直面している。国家公務員採用試

験の申込者数が減少傾向にある一方で、若年層職

員の離職者数は増加傾向にある。公務の人員体制

については年齢別人員構成に偏りがあり、現在、

実務の中核を担うことが期待される30歳台から40

歳台半ばまでの職員の数が、10年前と比較して大

きく減少している。

給与等に関する報告等（抜粋）
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公務組織の人材確保の極めて厳しい状況や人員

が限られる中での職員の年齢分布の偏りは、組織

パフォーマンスの発揮に影響を与えており、早急

に対応しなければ、公務組織の持続可能性に対す

る懸念が増大するおそれがある。

本院が本年 ６月に公表した令和 ４年度の公務員

白書で示した民間企業従業員と国家公務員の意識

比較アンケートによれば、民間・公務ともに、若

年層ほど上司や人事担当者に対して一人一人の

キャリア志向や業務上の成果への注目・配慮を求

める傾向が見られる。若年層を中心とする自身の

キャリア形成に対する高い関心や、職員一人一人

の状況を踏まえたきめ細かな人事上の対応への

ニーズの高まりは、本院がこれまで実施した職員

意識調査の結果や各府省の人事担当部局からの意

見にも表れている。

しかしながら、上記の意識比較アンケートによ

れば、国家公務員は人材確保上競合するような民

間企業従業員に比べて、自らに対する人事評価や

人員配置について肯定的に捉える割合が低く、マ

ネジメントへの納得感が低い傾向が見られてお

り、若年層職員の意識を踏まえたマネジメントの

改善は喫緊の課題である。

近年、我が国では「人生100年時代」とも言わ

れる中で、家族の在り方や人々のライフスタイル

が一層多様化してきている。公務内外の有為な人

材にとって魅力ある公務職場の在り方を考えると

きに、働き方や働くことに対する価値観もライフ

スタイルの状況を反映して多様化してきているこ

とにも目を向ける必要がある。

ライフスタイルや働き方が多様化している状況

において、個々の職員の違いを認め、多様な人材

をいかし、その能力を最大限に発揮できるように

することが、イノベーションを生み出し、価値創

造につながる。公務におけるダイバーシティ・マ

ネジメントの推進も急務である。例えば、女性職

員の登用については、係長級、課長補佐級といっ

た各役職段階における女性割合を見ると、いずれ

の役職段階においても着実に増加しているもの

の、令和 ２年12月に閣議決定された「第 ５次男女

共同参画基本計画」に定める成果目標を下回って

いる。また、性的指向及びジェンダーアイデン

ティティの多様性に関しては、これまでも、偏見

に基づく言動について、ハラスメントであること

を制度上明確にし、各府省に周知・啓発してきた

が、本年 ６ 月に公布・施行された性的指向及び

ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国

民の理解の増進に関する法律（令和 ５年法律第68

号）の趣旨等を踏まえながら、公務職場において

も、性的指向及びジェンダーアイデンティティの

多様性に関する理解の増進に取り組んでいくこと

が求められている。

このように、公務における人材マネジメントに

係る課題が山積している状況であるが、課題解決

の鍵は、異なるバックグラウンド、キャリア意識

及び人生設計を持つ職員一人一人が高い意欲とや

りがいを持って躍動でき、Well-beingが実現され

る環境を整備することにある。個々の職員の成

長・活躍を強力に支援し、業務遂行において、そ

の能力を組織として結集することによって、公務

組織全体の一層のパフォーマンス向上が期待され

る。そして、働く場としての公務組織の魅力が高

まり、更なる有為な人材をひきつける好循環の実

現を確実なものとすることにつながる。

本院は、これまで実施してきた各施策を不断に

検証するとともに、以下に述べる具体的な課題に

対して、人事行政における種々の施策を連係さ

せ、重層的に措置を講じ、施策のシナジーを創り

出していく。

 （公務組織を支える多様で有為な人材の確保のた
めの一体的な取組）
現下の公務組織における職員の年齢階層別の在
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職状況の偏りや行政課題の複雑・高度化の状況を

踏まえれば、公務組織を支える多様で有為な人材

を確保するためには、採用試験を通じた新規学卒

者等の確保・育成だけでは組織を維持することは

難しく、民間企業等における多様な経験や高度な

専門性を有する人材をより一層公務に誘致するこ

とが不可欠である。これを実現するためには採用

手法、人材育成、給与等の在り方について一体的

な取組を推進していく必要がある。

 （職員個々の成長を通じた組織パフォーマンスの
向上施策）
職員が持つ自身のキャリア形成に対する意識を

各人の成長意欲や仕事に対するモチベーションに

つなげ、さらに組織全体の活力やパフォーマンス

向上の原動力にしていくことが必要である。

その実現のためには、まず、職員一人一人が目

指すキャリアの明確化が重要であり、部下職員の

キャリア形成・成長を支援する幹部職員・管理職

員のマネジメント力の向上が不可欠である。さら

には職員の自主性を尊重した学びやスキルアップ

の機会を設けることなども重要となる。また、時

代のすう勢に鑑みれば、民間の知見の習得など、

職員の成長や組織のパフォーマンス向上等につな

がるような兼業の在り方についても検討していく

ことが必要である。さらに、公務組織の活力を維

持・向上させる観点からは、個々の職員の意欲と

能力を十分に引き出すため、能力・実績に基づく

登用やメリハリのある給与処遇等を推進していく

ことも重要である。

 （多様なワークスタイル・ライフスタイル実現と
Well-beingの土台となる環境整備）
ライフスタイルや働き方に対する価値観が多様

化している状況に鑑みれば、個々の職員の事情を

尊重した働き方を可能とする人事・給与制度の整

備を推進することは、職員がやりがいを持って生

き生きと働くことができる環境づくりにつなが

り、ひいては働く場としての公務職場の魅力の向

上にも資する。こうした観点から、職員の希望や

事情に応じた時間や場所での勤務を可能とする、

より柔軟な働き方を推進する取組等も求められ

る。また、超過勤務の縮減や、職員の健康増進、

ハラスメントのない職場の実現に向けた取組を進

め、Well-beingの土台となる職場環境を整備して

いくことは急務である。

職員一人一人により着目した人材マネジメント

の重要性が高まる一方で、公務組織の人員が限ら

れる中では、人材に関する種々の情報がシステマ

ティックに活用できない状況、すなわち従前のア

ナログによる対応には自ずと限界があり、データ

やデジタルを効果的に活用することが不可欠であ

る。本院は、民間におけるデータ・デジタルの人

材マネジメントへの活用の実態を把握・分析する

とともに、各府省における人事管理の現状や特

性、データ・デジタルの活用目的の特定や情報取

扱ルールの在り方を始めとする論点について十分

に留意しつつ、データ・デジタルの活用の在り方

について、内閣人事局、デジタル庁や各府省とも

緊密に連携しながら検討を深めていく。

本院は、前述した現下の公務員人事管理におけ

る重要な課題に迅速に対処すべく、次の １～ ３に

述べる具体的な取組を進めていく。

 （新時代の公務員人事管理の在り方の検討）
現下の公務員人事管理の課題について早急に対

処し、国家公務員制度を時代環境に即したものに

アップデートする必要がある一方、公務を取り巻

く環境が大きく変化し続け、不確実性を増してい

く時代にあっては、これまでの延長線上にある考

え方では公務員人事管理の課題に対する解を見い

だすことは困難である。また、デジタル化が進展

し、人材戦略の重要性が増大する新たな時代を見

据えて、公務の在るべき姿、求められる人材像、

人事行政（2023.�10）24

特　集　　人事院勧告



国家公務員に求められる行動規範、その他現代化

のための論点を明らかにするとともに、優秀な人

材を公務に誘致する上で不可欠である人材マネジ

メントのグランドデザインを構築することが急務

となっている。

本院は、公務員人事管理の在り方について聖域

を設けることなく骨太かつ課題横断的な議論を行

うため、各界有識者による会議を設置し、令和 ６

年秋を目途に最終提言を得る。その議論・提言を

踏まえながら、公務員人事管理について抜本的な

アップグレードを実行していく。

１ 　公務組織を支える多様で有為な人材の確保の
ための一体的な取組

⑴　民間と公務の知の融合の推進

現下の公務組織における職員の年齢階層別の在

職状況の偏りや行政課題の複雑・高度化に対応す

るため、民間企業等における多様な経験や高度な

専門性を有する人材をより一層公務に誘致し、確

保することが不可欠である。このため、以下のア

～ウに述べる取組を行う。

ア　実務の中核を担う人材の積極的誘致

本院では、民間人材等を係長級以上の官職へ

採用するための経験者採用試験を平成24年度か

ら実施してきている。近年、各府省において実

務の中核を担う係長級の層の職員が少なくなっ

てきている上に、その候補となる若年層職員の

離職者数も増加傾向にあることから、係長級の

官職への民間人材等の採用を促進する必要性が

増している。

こうした状況を踏まえ、各府省のニーズを把

握しつつ、幅広い府省において、民間人材等を

政策・事業の実施等を担う係長級の職員として

採用する試験を新たに創設するなど、経験者採

用試験の間口の拡大に向けた検討を進めてい

く。

また、係長級に限らず広く民間人材等を公務

に誘致するため、民間就職支援会社が開催する

合同説明会の場を一層活用するとともに、内閣

人事局と連携して民間人材等の採用やその後の

公務組織での勤務状況に関する実態を把握し、

好事例の紹介など周知活動を強化していく。あ

わせて、各府省の選考採用に関し、本院が行う

情報発信を強化していく。

イ　官民人事交流の促進のための発信強化

本院では、各府省において必要な様々な専門

分野の民間人材等の柔軟かつ迅速な採用を可能

とするため、任期付職員の採用手続の円滑化、

国と民間企業との間の人事交流に関する法律に

基づく官民人事交流の交流基準の見直し及び審

査事務の合理化等に取り組んできた。これら施

策の効果を検証し、任期付職員の採用・官民人

事交流の更なる推進に向けて、各府省と議論を

進める。

任期付職員の採用及び民間から国への交流採

用については近年増加を続けている一方で、国

から民間への交流派遣については低水準の状況

が続いている。各府省においても、職員が民間

企業等での実務を経験することにより視野を広

げ、交流派遣からの復帰後に公務でその経験を

いかすことは有意義と考えられることから、年

齢を問わず積極的に交流派遣を行っていくこと

が重要である。本院としても、各府省に対し交

流派遣の重要性を発信するなどの働きかけを

行っていく。

官民人事交流を更に促進する観点から、本年

中に官民の人事交流を経験した者及び人事担当

者等から意見を聴取するとともに、アンケート

調査を行う。この取組を通じて、官民人事交流

を経験した者の成長、交流者を受け入れる職場

や復帰後の職場にもたらされる好影響等、官民

人事交流を通じて得られる効果や魅力等を具体

的に把握し、積極的に官民双方に向けた情報発

信を強化していくことにより、民間企業等との
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人事交流の更なる促進に取り組んでいく。

ウ　公務組織への円滑な適応支援（オンボーディ

ング）の充実

上記の取組により、民間人材等の採用が今後

ますます増加していくこととなる。本院は、こ

れらの採用者が各府省の職場や業務の遂行など

に早期に適応し、その能力や知見を存分に発揮

できるようにするため、オンボーディングのた

めの研修を拡充して実施するとともに、各府省

において円滑な人材受入れが可能となる環境が

整えられるよう、好事例の共有を始めとする必

要な取組を実施していく。

⑵　採用試験の実施方法の見直し

国家公務員の志望者の減少が続く中、本院は、

昨年度から採用試験の改革に取り組んできてい

る。現在の採用試験は全て対面で実施している

が、社会全体としてデジタルの活用が進んでいる

中で、本院としても、受験しやすい試験実施方法

を実現するという観点から、オンライン方式を活

用した採用試験について、実施に向けた課題等を

整理しつつ検討を行う。

⑶　今後の公務に求められる人材の戦略的確保に

向けた取組

ア　優秀な人材確保に資する採用戦略の検討

公務を取り巻く環境が大きく変化し、不確実

性を増していく時代を見据え、将来にわたって

行政運営を支えていく有為な人材を継続的に確

保していくためには、今後の公務に求められる

人材像等を踏まえ、現行の公務における人材確

保のための取組が新たな時代に合ったものかど

うかを検証することが不可欠である。

このような検証を行うに当たっては、まず現

行の採用試験を基本とする採用手法や公務にお

ける人材確保の状況等を俯瞰した上で、前記の

公務員人事管理の在り方に関する各界有識者に

よる会議の議論も踏まえつつ、人材獲得競争で

競合する民間企業等の採用手法や若年層を中心

とした採用される側の人材の就労観、採用する

側の各府省のニーズ等も鑑みることが重要であ

る。

そのため、優秀な新規学卒者や民間人材、理

系人材等を獲得するために必要な採用戦略の在

り方を多角的な観点から議論する場として、有

識者を交えた意見交換スキームを創設する。

イ　人材確保を支える処遇の実現 １

人材確保に当たっては、処遇面での取組も一

体として行っていくことが不可欠である。具体

的には、潜在的志望者層が公務員給与に対して

抱く従来のイメージを変えていく必要がある。

このため、新卒採用と拡大する民間人材等の採

用の双方を念頭に、以下のとおり採用時の給与

水準を改善するとともにその後の役割や活躍に

応じた給与上昇を大きくし、給与面での競争力

を高める。

１ �　本院は、昨年の職員の給与に関する報告において、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備に取り組み、
令和 ６年に必要な措置を講ずる方針を表明した。本年 ２月から ６ 月にかけて行った今後の公務員給与の在り方
に関する学識経験者や民間企業の人事担当役員との意見交換から得られた示唆（後掲「参考」のとおり）や、
本報告の冒頭で述べた方向性を踏まえ、給与についても、①多様性ある人材の公務への誘致とその能力発揮・
活躍の促進、②チームや組織全体での体制の円滑な機能、③国民の理解や信頼の観点を調和させつつ、様々な
立場の職員にとってより納得感のあるものとなるよう、分かりやすくインクルーシブ（包摂的）な体系を志向し、
より職務や個人の能力・実績に応じたものにシフトすると同時に、行政サービスの提供体制の維持や人材確保
上の要請、人事当局の事務負担にも配慮していく必要がある。
　�　このような方向性を念頭に置きつつ、令和 ６年に向けて、多様で有為な人材の確保を始めとする現下の人事
管理上の重点課題に対応するため、本報告で述べる事項を骨格とする措置を講じられるよう、関係者と意見交
換を行いつつ、一体的に検討作業を進める。
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ア　新規学卒者、若手・中堅職員の処遇

　（初任給等）

初任給水準については、大卒・高卒とも全

国平均で民間水準を下回るが、特に地域手当

が支給されない地域などにおいて民間水準を

大きく下回る。また、総合職試験（大卒）と

一般職試験（大卒）に係る初任給の差が縮小

してきている状況にある。これらを踏まえ、

初任給や係員級の俸給額を引き上げ、地方機

関への配属も多い一般職試験（大卒・高卒）

に係る初任給について民間並みの水準を確保

するとともに、総合職試験に係る初任給につ

いては一般職試験との一定の額の差を確保す

る。

　（採用後の給与上昇）

近年、初任給や係員級に重点を置いて給与

引上げを行ってきたが、若手・中堅の優秀者

の給与の伸びは20歳台後半から30歳台にかけ

て鈍る傾向がある。また、令和 ２年度の公務

員白書でも報告した公務職場に関する意識調

査によれば、これらの年齢層の職員の給与の

満足度が低い実態がある。

こうした状況を踏まえ、係長級から本府省

課長補佐級２について、それぞれの俸給額の

最低水準を引き上げることにより、若手・中

堅の優秀者層の給与水準を引き上げる。あわ

せて、勤勉手当については、勤務成績に応じ

て支給される仕組みとなっているが、現行で

は最優秀者の水準が最大でも平均支給月数の

２倍であることから、特に高い業績を挙げた

者に対してより高い水準の処遇が可能になる

よう、特に優秀と評価される職員に対する勤

勉手当の成績率の上限を引き上げる。

イ　民間人材等の処遇

　（採用時給与）

若手・中堅の優秀者については20歳台後半

から30歳台にかけて給与の伸びが鈍る傾向が

あり、これが民間人材等の採用時の給与水準

にも影響している。前記のとおり、係長級か

ら本府省課長補佐級の俸給額の最低水準を引

き上げることにより、民間人材等の採用時給

与のベースを引き上げる。

　（高度専門人材のボーナス）

高度専門人材の確保に当たっては、特定任

期付職員の俸給額は最高で事務次官並みの水

準に決定できるが、こうした人材の民間にお

ける給与水準を踏まえると、更に競争力のあ

る年収水準が必要との指摘がある。このた

め、特定任期付職員のボーナス３を拡充し、

勤務成績の反映により年収水準の引上げを可

能とする。

　（通勤手当（新幹線通勤）及び単身赴任手当）

新幹線通勤に係る通勤手当や単身赴任手当

は「異動」により新幹線通勤や単身赴任となっ

た場合を対象としているが、民間人材等の場

合、採用時から新幹線通勤や単身赴任となる

事例もあり、人材確保の観点から対応が必要

となっている。このため、これらの手当の適

用範囲を「採用」の場合にも拡大し、より人

材確保に資する制度に見直す。

なお、令和 ６年以降も見据え、公務員の給

与水準の在り方について、職務の内容や責任

等に着目するなどよりきめ細かい形で民間の

状況を参照しつつ、分析・研究を進めていく。

２ �　一般の行政職員に適用される行政職俸給表（一）では ３～ ７ 級。以下「係長級から本府省課長補佐級」につい
ては同様。
３ �　現在は期末手当のみで勤勉手当は支給されず、特に顕著な業績を挙げた場合は俸給 １か月分の特定任期付職
員業績手当の支給が可能な仕組み。
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ウ　非常勤職員制度の運用の在り方の検討

本院は、これまで非常勤職員制度について適

切な運用がなされるよう、各府省に対し制度の

周知徹底や指導・助言などに取り組んできてい

る。

近年、有効求人倍率が上昇し官民を問わず人

材獲得競争がし烈になる中、非常勤職員の人材

確保も厳しさを増しているとの意見が一部府省

から寄せられている。本院は、各府省が引き続

き行政サービスの提供を支える有為な人材を安

定的に確保することができるような環境を整備

することが重要と考えており、各府省の実態等

を把握しつつ、非常勤職員制度の適切な運用の

在り方等について検討を行っていく。

２ 　職員個々の成長を通じた組織パフォーマンス
の向上施策

⑴　職員の自律的なキャリア形成・主体的な学び

の促進

若手職員を中心に自身のキャリアに関して主体

的・積極的な意識が強くなっている状況において

は、これまでの組織主導の人材育成の強化だけで

はなく、職員個人の主体的な成長を促進するため

の取組が極めて重要になっている。本院は、職員

が自身のキャリアを主体的に考えられるようにす

るため、まずは、20歳台及び30歳台の若手職員を

対象として実施しているキャリア支援研修を更に

拡充するとともに、これらの職員のキャリア意識

に直接向き合うこととなるマネジメント層のキャ

リア支援力の向上に資する取組も充実させること

により、職員の主体的なキャリア形成を支援して

いく。

また、行政を取り巻く環境や行政ニーズが激し

く変化していく中で、個々の職員の成長を促進す

るためには、職員が自律的・主体的かつ継続的な

学び・学び直しを行っていくことができる環境を

作っていく必要もある。本院は、まずはその環境

づくりの一環として、内閣人事局や各府省と協力

しながら、職員が学びに利用できる研修や研修教

材、関連制度などを整理・一覧化することにより、

その積極的な活用を促進する取組を行っていく。

加えて、職員個人の主体的な学びが仕事にいかさ

れ、キャリアパスにつながることを実感し、次の

成長の意欲となる「学びと仕事の好循環」の形成

に向けた取組について、各府省との意見交換も踏

まえながら分析・検討し、可能な支援を実施して

いく。

さらに、近年、民間企業において導入が進んで

いる兼業には、本業と異なる経験をすることで労

働者が主体的にキャリアを形成することができる

ことや、自身の活躍の幅を広げ、自己実現を追求

できること等のメリットがあるとされている。兼

業による経験は本業へ好影響を及ぼすともされて

いる。本院は自営兼業制度を所管しているが、こ

れらのメリットは公務においても期待できると考

えられるため、職員の健康への配慮のほか、職務

専念義務、職務の公正な執行、国民の公務への信

頼の確保の必要性を踏まえつつ、職員としての成

長や組織のパフォーマンス向上等につながるよう

な兼業の在り方について、各府省等の意見を聞き

ながら検討していく。

⑵　個々の力を組織の力へつなげる取組

ア　組織パフォーマンス向上に資する人事管理の

推進

組織がパフォーマンスを最大限に発揮するた

めには、職員の主体的な成長や活躍を支援する

ことと併せて、職員個人の成長を組織としての

課題解決能力の向上につなげていくためのきめ

細かい人事管理がますます重要になる。

具体的には、人事評価により職員の能力・実

績を的確に把握し、その結果を任用・給与等へ

適切に反映することを通じて、高い能力・実績

のある人材の登用やメリハリのある給与処遇が

行われることが肝要である。後述のとおり、給

与制度においても組織パフォーマンスを向上さ
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せるために役割や活躍に応じた処遇を一層推進

することとしている。また、こうした取組の前

提として、公正な人事評価を実施し、期首面談

での業績評価の目標等の認識の共有や期末面談

での評価結果のフィードバックを通じてきめ細

かな指導・助言を行うなど、職員の納得感を向

上させることが不可欠である。本院としては、

引き続き制度内容の周知等、必要な指導・支援

を行っていく。

さらに、令和 ４年度の公務員白書でも述べた

ように、各府省の人事当局において、職員ごと

の人事評価の結果や評価の根拠、職員自身の

キャリア目標や学びの状況等について、デジタ

ルを活用して一元的に管理把握し、計画的な育

成や機動的な人事配置、多様な勤務機会の付与

等に結び付けていくことが重要である。本院と

しても、デジタルの活用目的の特定や情報取扱

ルールの在り方等、その実現のために整理すべ

き論点について、内閣人事局、デジタル庁や各

府省とも緊密に連携しながら検討を深めてい

く。このような取組により職員一人一人が意欲

とやりがいを持って躍動できるようにすること

は、個々の職員のWell-beingの実現にもつなが

るものである。

イ　職員の役割・貢献に応じた処遇等の実現

職員の仕事に対するモチベーションを高め、

組織パフォーマンスを向上させるためには、職

務上の役割の重さ、個人の能力・実績、勤務実

態等をより給与に反映し、組織への貢献にふさ

わしい処遇を確保することが必要である。さら

に、全国各地で行政サービスを提供する体制を

維持するためにも、勤務地を異にする異動を伴

う職員の人事配置の円滑化に資するよう給与上

も取り組むことが求められる。

ア　役割や活躍に応じた処遇

　（若手・中堅優秀者の給与）＜再掲＞

若手・中堅の優秀者について、20歳台後半

から30歳台にかけて給与の伸びが鈍る傾向が

あることから、より活躍に応じた処遇とする

ため、係長級から本府省課長補佐級の俸給額

の最低水準を引き上げる。

　（管理職員の給与：俸給制度）

職員の俸給は、職務と責任に応じて「級」

が決まり、上下の隣接する級間で重なりのあ

る俸給額の幅の中で、毎年の勤務成績に基づ

き昇給する仕組みとなっている。このうち、

管理職員に適用される級においては、職責の

違いをより重視した水準設定としている。ま

た、昇給については、勤務成績が標準の場合

の昇給額を抑制する一方、勤務成績が特に良

好であり昇給額が大きく上昇する職員の割合

を多くするなどメリハリを付けた制度として

いる。しかしながら、毎年の漸進的な給与上

昇を前提とする点で昇給制度の基本は非管理

職員層に類似している。管理職員の果たす役

割の重さに鑑み、本府省課室長級４について

は、各級の俸給額の最低水準を引き上げ、隣

接する級間での俸給額の重なりを基本的に解

消する。あわせて、各級の中の俸給額の刻み

を大くくり化し、勤務成績が優秀な場合のみ

昇給する制度とする。これらにより、本府省

課室長級については、上位の役職に就くなど

職責が上がることにより給与が上昇すること

を基本とし、優秀者は水準が大きく上がる仕

組みとする。

４ �　一般の行政職員に適用される行政職俸給表（一）では ８～10�級。
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　（管理職員の給与：管理職員特別勤務手当）

俸給の特別調整額（いわゆる管理職手当）

が支給される管理職員には超過勤務手当は支

給されないが、地方の管理職員を含め、職員

によっては緊急対応等で深夜に及ぶ超過勤務

を相当程度行う実態もある。

このため、平日深夜に係る管理職員特別勤

務手当について、支給対象時間帯（現行は午

前 ０時から ５時まで）の拡大や支給要件の明

確化を行い、深夜に及ぶ超過勤務を行ってい

る管理職員に勤務実態に応じた処遇を確保す

る。

　（ボーナス）＜再掲＞

特に優秀と評価される職員に対する勤勉手

当の成績率の上限を引き上げ、特に高い業績

を挙げた者に対してより高い水準の処遇を可

能にする。

イ　円滑な配置等への対応

　（地域手当）

地域手当に関しては、市町村単位で細かく

水準差が生じていることに対して不均衡であ

るといった意見を始め、様々な指摘がある。

このため、最新の民間賃金の反映と併せ、級

地区分の設定を広域化するなど大くくりな調

整方法に見直すことにより、地域をまたぐ人

事異動時の影響の緩和や給与事務負担の軽減

を図る。

　（通勤手当（新幹線通勤））

異動に当たって職員の新幹線通勤のニーズ

が高まっていることから、民間企業における

状況を踏まえて新幹線通勤に係る通勤手当額

を見直し、広域的な異動の円滑化を図る。

　（定年前再任用短時間勤務職員等の給与）

従前の再任用職員については、近年、公務

上の必要性により転居を伴う異動を余儀なく

されるなど、制度創設当時は想定されていな

かった人事運用が生じてきていた。現在、定

年前再任用短時間勤務職員や暫定再任用職員

に支給される手当は職務関連手当等に限定さ

れているが、人事運用の変化を踏まえて手当

の支給範囲を拡大し、多様な人事配置での活

躍を支援する。

　（その他）

以上のほか、広域的な異動の円滑化のため

の措置について更に検討を行う。

令和 ６年以降も見据え、65歳定年の完成を

視野に入れた60歳前 ・ 60歳超の各職員層の給

与水準（給与カーブ）の在り方については、

本年度から段階的に定年が引き上げられる中

での公務における人事管理の在り方の変化

や、民間における高齢期雇用や高齢層従業員

の給与水準の状況を注視しつつ、職員の役

割 ・貢献に応じた処遇の確保の観点から、人

事管理に係る他の制度と一体で引き続き検討

を行っていく。

３ 　多様なワークスタイル・ライフスタイル実現
とWell-beingの土台となる環境整備

⑴　多様なワークスタイル・ライフスタイルを可

能とする取組

前述のとおり、職員がやりがいを持って生き生

きと働くことができる環境を作り、公務職場の魅

力向上を図るため、職員の希望や事情に応じた時

間や場所での勤務を可能とする、より柔軟な働き

方の推進を始めとする取組が求められている。本

年 ６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の

基本方針2023」においても、国家公務員について、

時間や場所にとらわれない働き方の充実等により

働き方改革を一層推進することとされている。本

院は、以下のとおり、柔軟な働き方を推進すると

ともに、仕事と生活の両立支援、職員の選択を後

押しする給与制度上の措置を進める。
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ア　柔軟な働き方を実装するための制度改革の推

進等

本院では、昨年 １ 月から本年 ３ 月にかけて、

学識経験者により構成する「テレワーク等の柔

軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方

に関する研究会」を開催した。研究会では、今

後の国家公務員の目指すべき働き方、より柔軟

なフレックスタイム制等による働き方、テレ

ワーク、勤務間インターバルの在り方といった

検討事項について議論が行われ、本年 ３ 月に、

最終報告が取りまとめられた。

この最終報告の提言の内容を基本として、関

係各方面と調整をしつつ、次の措置の実現を図

る。

ア　フレックスタイム制の見直し

フレックスタイム制等の活用による柔軟な

働き方の推進は、職員一人一人の能力発揮や

ワーク・ライフ・バランスの実現、健康確保

を通じた公務職場の魅力向上につながるほ

か、公務能率の向上にも資するものである。

フレックスタイム制については、研究会の

中間報告（令和 ４ 年 ７ 月）の内容を踏まえ、

本年 ４月より、コアタイム及び １日の最短勤

務時間数等の基本的な枠組みの柔軟化を行

い、各省各庁の長は、週 １日を限度に、これ

らを免除する日を設定することもできること

としている。

この柔軟化の効果が十分に発揮され、個々

の職員の健康確保や希望・事情に応じた働き

方がより一層可能となるよう、以下の見直し

を図る。

①　現行においては、フレックスタイム制が

適用される職員のうち、子の養育又は配偶

者等の介護をする職員等（以下「育児介護

等職員」という。）に限り、勤務時間の総

量を維持した上で、週 １日を限度に勤務時

間を割り振らない日を設定することができ

ることとされている。この措置の対象を育

児介護等職員以外の職員（以下「一般の職

員」という。）にも拡大する。

②　勤務時間の割振りは、適切な執務体制の

確保の観点から、遅くとも勤務開始前に行

う必要があるが、臨時・緊急の業務の状況

の変化等により、職員が当日の勤務時間の

変更を申告した場合で、当該変更を行って

も公務の運営に支障がないと認めるとき

は、勤務開始後であっても、将来に向かっ

ての勤務時間の割振りの変更を可能とす

る。

③　非常勤職員である期間業務職員について

も、業務の性質等に応じ、各省各庁の長の

判断により、職員の希望を踏まえ、常勤職

員のフレックスタイム制と同様の勤務時間

を定めることを可能とする。

これらの見直しは、各府省における勤務時

間管理システムの改修等が必要となることを

考慮し、令和 ７年 ４月から実施することが適

切である。

これらの実現に向けて、イの説明のとお

り、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関す

る法律（以下「勤務時間法」という。）の改

正の勧告を行うとともに、勤務時間法の改正

を踏まえ、人事院規則の改正等を行う。

制度の柔軟化を職員の柔軟な働き方につな

げるためには、各府省において、職員に対す

る周知・啓発や、手続の簡素化等を通じた事

務負担の軽減、利用しやすい雰囲気の醸成な

どによる環境整備を行うことが不可欠であ

る。また、職員がフレックスタイム制を利用

する場合においても、各職場において行政

サービスを提供するための執務体制の確保が

なされていることは当然の前提であり、職員

が申告したとおりの割振りを行うと公務の運
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営に支障が生ずると認められる場合には、人

事当局は当該申告と異なる割振りをすべきで

あることも、各職場まで周知される必要があ

る。さらに、個々の職員を尊重した働き方を

各職場で実現するためには、人事当局や管理

職員のみではなく、職員自身が、適切な公務

運営の確保と各職員の柔軟な働き方を両立で

きる職場形成に積極的に参加していく必要が

ある。

本院は、こうしたフレックスタイム制の運

用上のポイント等を内閣人事局と連携して整

理し各府省に提供するなどして、各府省にお

ける円滑な実施を支援していく。

イ　勤務間のインターバルの確保

勤務間のインターバルにより、睡眠時間を

含む生活時間を十分に確保することは、健康

の維持のために不可欠であるとともに、仕事

と生活の調和がとれた働き方を追求するため

にも重要であり、公務職場の魅力向上のほ

か、公務能率の一層の向上につながることも

期待される。

また、民間労働法制では勤務間インターバ

ルを確保した労働時間の設定が法律上事業主

の努力義務とされており、令和 ３年 ７月に閣

議決定された「過労死等の防止のための対策

に関する大綱」においては、勤務間インター

バル制度の導入に関する数値目標が設定さ

れ、公務員についても、目標の趣旨を踏ま

え、必要な取組を推進することとされてい

る。

これらを踏まえると、国家公務員について

も、勤務間のインターバル確保の取組を早期

に推進していく必要があり、そのためには、

各省各庁の長の勤務間のインターバル確保に

努める責務を法令上明確にすることが適当と

考えられる。このため、人事院規則に新たな

努力義務の規定を設け、令和 ６年 ４月の施行

を目指す。

公務における勤務間のインターバル確保に

ついては、まずは、業務体制の見直しや、現

行制度（フレックスタイム制・早出遅出勤務

等）の積極的な活用、業務合理化等による超

過勤務の縮減等により実現に向け取り組んで

いくことが可能である。あわせて、適切な行

政サービスの提供に支障が生じないようにも

する必要がある。

本院は、今後、勤務間のインターバル確保

に資するこれらの取組を推進するとともに、

確保状況の実態や課題を把握するための各府

省へのヒアリングや必要な調査等を実施す

る。その後、それらの結果も踏まえて課題の

分析等を行い、当該課題の解消に向けた取組

を試行するなどして、各職場で勤務間のイン

ターバル確保が図られるよう検討を行ってい

く。

ウ　夏季休暇の使用可能期間及び年次休暇の使

用単位の見直し

夏季休暇について、休暇の使用可能期間で

ある ７月から ９月までの期間が業務上繁忙期

に当たり、当該期間内に休暇を使用すること

が困難な状況が一部の職員に生じている。こ

うした職員も夏季休暇を使用できるよう、業

務の都合により当該期間内に休暇を使用する

ことが困難な職員について、当該期間を前後

各 １月の期間拡大し、休暇を使用することを

可能とする。

また、年次休暇について、いわゆる交替制

等勤務職員は、特別の形態による勤務時間の

割振りがなされていることやフレックスタイ

ム制が適用できないことなどから、現行の日

単位及び時間単位のみの使用では、実質使用

できる時間数について、他の職員よりも不利

になる状況が生じている。こうした状況を踏

まえ、交替制等勤務職員について、特に必要
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があると認められるときは、時間単位のみで

なく、15分を単位として休暇を使用すること

を可能とする。

これらの措置が令和 ６年 １月から実施され

るよう、人事院規則の改正を行う。

エ　テレワークガイドラインの策定等

テレワークの活用により国家公務員の働く

場所を柔軟化することは、職員の能力発揮及

びワーク・ライフ・バランスの実現により公

務能率の一層の向上につながるとともに、公

務職場の魅力を高めることにつながり、多様

で有為な人材の確保を通じた長期的な公務組

織の持続可能性にも資する。また、非常時に

おける業務継続性を確保し、いかなる状況下

でも質の高い行政サービスを提供することを

可能とするものでもある。

こうしたテレワークの特性をいかし、公務

職場に更に浸透・定着させていくためには、

研究会の最終報告にあるとおり、適正かつ公

平な運用が確保されるよう統一的な基準を示

していくことが必要となる。

本院としては、内閣人事局と連携し、テレ

ワークの実施に関するガイドラインを本年中

に策定し、テレワーク実施に係る基本的な考

え方と例外的な取扱い、テレワーク時の勤務

管理、長時間労働対策、健康管理等について

示すほか、運用上の考え方を整理するなどし

て、各府省におけるテレワークの円滑な実施

のための必要な支援を行う。

なお、フレックスタイム制の活用など柔軟

な働き方や、勤務間のインターバル確保の推

進のためには、人事当局や各職場における職

員の勤務時間の把握や管理が正確かつ簡便に

できるようにすることが必要である。

本院は、各府省において勤務時間管理のシ

ステム化を速やかに進められるよう、内閣人

事局において進められている勤務時間管理シ

ステムの検討に積極的に協力していく。ま

た、勤務時間を柔軟化しつつ執務体制を確保

するためには適切なマネジメントが不可欠で

あることから、内閣人事局と連携して、管理

職員のマネジメントを支援するための取組を

実施する。

イ　職員の勤務時間の改定に関する勧告の説明

アのア①で述べた、フレックスタイム制の活

用により、勤務時間の総量を維持した上で、週

１日を限度に勤務時間を割り振らない日を設定

することができる措置を、一般の職員にも拡大

するための見直しは、勤務時間法の改正が必要

となる。

そのため、本院は、本日、国会及び内閣に対

して、別紙第 ２ のとおり、「職員の勤務時間の

改定に関する勧告」を行うこととした。

その趣旨、内容等は次のとおりである。

ア　一般の職員における勤務時間の総量を維持

した上でのフレックスタイム制の活用による

勤務時間を割り振らない日（「ゼロ割振り日」）

の設定

アのア①のとおり、現在、公務の運営に支

障がないと認める場合において、フレックス

タイム制の活用により、勤務時間の総量を維

持した上で、週 １日を限度に勤務時間を割り

振らない日を設定することができる措置は、

育児介護等職員に限り認められている。しか

し、単身赴任者の帰省、遠隔地に居住する親

宅の訪問、通院、主体的な学びのための大学

院通学等のために、平日に勤務しない日を設

けるニーズは一般の職員にも広く存在すると

考えられる。

近年、ワーク・ライフ・バランスがより重

視されていること、定年引上げに伴い高齢の

親族を有する職員の増加が見込まれること、
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社会経済の変化等への対応や主体的なキャリ

ア形成のための学びの奨励等が進んでいるこ

と等に鑑みれば、これらのニーズは今後ます

ます高まっていくものと考えられる。

アのアで述べたとおり、一般の職員を対象

に、本年 ４月から、コアタイム及び １日の最

短勤務時間数を免除する日を、週 １日を限度

に各省各庁の長が設定できることとする等の

フレックスタイム制の柔軟化を行った。しか

し現状では、勤務時間法の規定により、当該

日を勤務しない日とすることまではできない

ため、柔軟化の効果が限定されたものにとど

まっている。

公務職場を多様な事情や価値観を有する公

務内外の有為な人材から働く場として選ばれ

るようにするため、また、個々の職員の健康

確保や希望・事情に応じたより柔軟な働き方

を推進するためには、公務の適切な運営を確

保しつつも、これらのニーズに対応できる勤

務環境を提供していく必要がある。これを踏

まえると、一般の職員についても、週 １日を

限度に、選択した日について、コアタイム及

び １日の最短勤務時間数が免除されるのみで

なく、勤務しない日にもできるようにするこ

とが適当である。

このため、勤務時間法を改正し、現行制度

上では育児介護等職員に限り認められてい

る、フレックスタイム制の活用により、勤務

時間の総量を維持した上で、週 １日を限度に

勤務時間を割り振らない日を設定することが

できる措置を、一般の職員にも拡大すること

とするものである。

イ　実施時期

各府省における勤務時間管理システムの改

修等実施に必要な期間を考慮すると、令和 ７

年 ４月 １日から実施することが適当である。

ウ　仕事と生活の両立支援

職員の希望や事情に応じた勤務を可能とする

ため、仕事と生活の両立を図る制度の充実に関

しても、各府省等から要望が多く寄せられてい

る。特に、育児に係る両立支援制度の対象とな

る子の年齢の引上げ（現在の小学校就学前まで

から小学校就学後まで）や、介護に係る制度を

利用できる期間等の拡大についての要望が多

い。

本年 ６月に閣議決定された「こども未来戦略

方針」では、「こども・子育て支援加速化プラン」

の具体的政策として、残業免除や子の看護休暇

の対象となるこどもの年齢の引上げの検討など

が示されている。また、近年、育児のための両

立支援制度を利用できる期間を延長する民間事

業所が増える傾向にある。

本院としては、これらの状況を踏まえつつ、

引き続き、仕事と生活の両立支援に必要な方策

を検討し、両立支援制度の整備・周知等に取り

組んでいく。

エ　職員の選択を後押しする給与制度上の措置

働き方のニーズやライフスタイルが多様化す

る中で、給与制度においても職員の選択を後押

しし、様々な形で活躍できるよう必要な措置を

講じていく。

（扶養手当）

共働きの増加等を受けて、近年、公務におい

て配偶者に係る扶養手当を受給する職員の割

合、民間において配偶者に対し家族手当を支給

する事業所の割合は、いずれも減少傾向にあ

る。こうした状況を踏まえ、扶養手当について

は、配偶者等に係る手当を見直す一方、子に係

る手当を増額する。

（テレワーク関連手当）

公務におけるテレワークの普及に伴い、在宅

での勤務に伴う職員の経済的負担が新たに発生

する一方、通勤費用は減少する場合も生じてい
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る。こうした状況を踏まえ、テレワークを中心

とした働き方をする職員の光熱・水道費等の負

担を軽減するための新たな手当を設け、あわせ

て、通勤手当について調整を行う。新たな手当

については、本年、一般職の職員の給与に関す

る法律の改正の勧告を行う。（別紙第 ３参照）

（通勤手当（新幹線通勤）及び単身赴任手当） 

＜再掲＞

働き方やライフスタイルが多様化する中で、

採用時からの新幹線通勤や単身赴任、異動に当

たっての新幹線通勤のニーズの高まりなどを踏

まえ、前記のとおり、新幹線通勤に係る通勤手

当及び単身赴任手当の適用範囲の拡大や、新幹

線通勤に係る手当額の見直しを行う。

⑵　職員のWell-beingの土台づくりに資する取組

前述のとおり、働く場としての公務職場の魅力

の向上といった観点から、Well-beingの土台とな

る職場環境を整備していくことは引き続き急務で

ある。このため、本院は、以下のとおり、超過勤

務の縮減を進めるとともに、職員の健康増進やハ

ラスメントのない職場の実現に向けた取組を進める。

ア　超過勤務の縮減 ― 負のイメージの払拭に向

けて

本院が令和 ３年度に実施した就職活動を終え

た学生を対象とする意識調査では、就職先とし

て国家公務員を選ばなかった理由として、超過

勤務の多さ等の勤務環境に関する不安を挙げる

回答が多くあった。長時間の超過勤務は、現に

働いている職員個人の健康や業務能率への影響

があるだけでなく、今後職員となり得る若い世

代に選ばれる職場としての魅力の低下に結び付

いていることも否めず、この状況を早期に改善

し、負のイメージを払拭しなければならない。

このため、多方面からの取組を進める必要がある。

ア　各府省における業務の削減・合理化の推進

超過勤務の縮減に当たっては、まずもって

各府省のトップが強い取組姿勢を持ち、先頭

に立って業務の取捨選択や優先順位の明確

化、業務プロセスの改善、人員配置の最適化

など、自府省の組織全体としての業務の削

減・合理化に積極的に取り組むことが必要で

ある。

同時に、各課室などの職場において、管理

職員のマネジメントの強化を図り、部下職員

の業務管理等を適正に行うことや、超過勤務

予定の事前確認の徹底等を通じて、職員の勤

務時間を適正に把握・管理することも必須で

ある。

このため、本院では、人事院総裁が各府省

の事務次官等を直接訪問し超過勤務の縮減に

向けた取組について御協力をお願いしてきた

ほか、担当部局が管理職員のマネジメントに

関する助言等を行ってきた。

本院としては、様々な機会を捉えて各府省

に対して上記の取組を求めていくほか、次の

とおり、各府省における超過勤務の縮減に向

けた取組を支援するとともに、各府省での対

応が困難な課題についても、関係機関と連携

して積極的に取り組んでいく。

イ　客観的把握に基づく勤務時間管理等につい

ての指導・助言

超過勤務の縮減に向けた指導を徹底するた

め、昨年 ４月に新設した勤務時間調査・指導

室において、各府省を直接訪問して勤務時間

の管理等に関する調査を実施している。同調

査では、対象となる職員ごとに客観的な記録

（在庁時間）と超過勤務時間を突合し、大き

なかい離があればその理由を確認するなどし

て、客観的な記録を基礎とした超過勤務時間

の適正な管理等について指導を行っている。

昨年度の同調査では、超過勤務手当の追給等
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がなされた事例があったほか、他律部署（他

律的な業務の比重が高い部署）・特例業務（大

規模災害への対処等の重要な業務であって特

に緊急に処理することを要する業務）の範囲

が必要最小限のものとなるよう指導するな

ど、勤務時間の適正な管理を行い超過勤務の

縮減を進める上で、同調査は有効なもので

あったと考えている。

本年度においても、これらの取組を進め、

昨年度同調査を実施していない機関を含む本

府省の約20機関を調査するとともに、同室が

地方の官署を直接訪問する形式の調査を新た

に実施する。また、来年度以降、同室の体制

強化を図りながら、調査対象を増加させるな

ど、勤務時間の管理等に関する調査・指導を

更に充実させていく。

さらに、超過勤務に関し適正な制度運用や

手当支給のために同室に寄せられた個別通報

について、適切に対応していく。

ウ　国会対応業務の改善

令和 ３年度の超過勤務の上限超えの状況を

見ると、他律部署においては、「国会対応業

務」により上限を超えた職員割合が最も大き

い状況にある。

こうした状況等を踏まえ、本院では、超過

勤務の縮減の観点から、国会対応業務の超過

勤務への影響等を把握するため、各府省に対

してアンケートを実施し、本年 ３月に結果を

公表するとともに、関係各方面の御理解と御

協力をお願いしてきた。

本年 ６月、衆議院議院運営委員会理事会に

おいて、「速やかな質問通告に努めるととも

に、オンラインによる質問レクなどデジタル

ツールを利用した質問通告の推進に努めるも

のとする」等を内容とする申合せがなされて

おり、各府省や職員の声を受け止め、国家公

務員の超過勤務の縮減に向けて御協力いただ

いたことに感謝申し上げたい。今回の申合せ

は、国家公務員の業務負担の軽減、超過勤務

の縮減に向けた一つの大きな契機になると考

えている。

国会対応業務の改善を通じた超過勤務の縮

減については、行政部内にも課題があること

から各府省に対して国会答弁作成業務の改善

に取り組むよう求めるとともに、行政部内を

超えた取組が必要なものについては、引き続

き国会を始めとする関係各方面の御理解と御

協力をお願いしていきたい。

エ　業務量に応じた定員・人員の確保、人事・

給与関係業務の改善

長時間の超過勤務の是正のためには、ま

ず、上記のとおり業務の削減・合理化やマネ

ジメント強化等を進め、それでもなお状況に

改善が見られない場合には、各府省において

業務量に応じた柔軟な人員配置や必要な人員

の確保に努める必要があり、本院としては、

各府省に対してこれらの取組を求めていく。

一方で、各府省には、業務量に比して定員

が十分ではないために必要な人員を配置する

ことができず、長時間の超過勤務により対応

せざるを得ないとの声もある。本院が行った

各府省アンケートの結果では、恒常的な人員

不足が生じていた部署があった理由として、

多くの府省が定員の不足を挙げていた。この

点に関しては、人事院総裁が国家公務員制度

担当大臣を訪問して御協力をお願いしたが、

今後も、各府省における状況を踏まえ、必要

に応じ定員管理を担当する部局に御協力をお

願いしていきたい。

また、人事・給与関係業務についても、令

和 ３年度において超過勤務の上限を超えた職

員が従事していた主な特例業務の一つであ

り、本院としても、各府省の改善要望を踏ま

え、関係機関とも協力しながら、改善に向け
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て必要な取組を行っていく。

イ　職員の健康増進 ― 公務版の「健康経営」の

推進等

民間企業において「健康経営」の重要性が認

識され、積極的な取組を行う企業が増加してい

る。公務においても、職員のWell-beingを実現

するためには、各自の健康増進が極めて重要で

あることに変わりはなく、公務版の「健康経営」

を追求していくことは喫緊の課題である。今

後、各府省においては、高齢層職員や女性職員

の割合が増加していくことや、様々な事情を有

する職員がいることも念頭に置きつつ、これま

で以上に職員の健康管理施策を推進する必要が

あり、これを担う健康管理体制の充実が重要と

なる。

こうした状況を踏まえ、本院では、現在、各

府省における健康管理体制の充実のための官民

調査（Well-being調査）を実施している。これ

までに、小規模な官署を含め、健康管理医等は

配置されている一方、健康管理部門と健康管理

医との連携がある官署や、健康増進に関する研

修・情報提供等の取組を実施している官署は約

半数にとどまっているという状況が判明した。

今後、こうした公務の健康管理体制の状況の分

析を行うとともに、民間における健康経営の取

組状況の調査を進め、各官署における健康管理

体制の充実や効果的な健康管理施策の推進に向

けて検討を進める。

また、公務においては、令和 ３年度には、心

の健康の問題による長期病休者の数が長期病休

者全体の ７割を超えた。こうした中、心の健康

に関し、職員の状況に応じて、 １次予防（健康

不全の未然防止）、 ２ 次予防（健康不全の早期

発見、早期対処）及び ３次予防（職場復帰支援、

再発防止）の各取組を推進していくことがます

ます重要となっている。

本院においては、 １次予防に関しては、各府

省におけるストレスチェック制度の更なる活

用、職場環境改善の取組を推進しており、 ２次

予防に関しては、「こころの健康相談室」を設

けている。相談室については、より相談しやす

い体制となるよう、本年 ７月までに全ての窓口

にオンライン相談を拡充した。引き続き、オン

ライン相談の活用を周知するなど、取組を一層

推進する。 ３次予防に関しては、療養のため長

期間職場を離れた職員の職場復帰や再発防止に

関する方針を示しているが、円滑な職場復帰等

のためにはより実践的な観点からの取組も必要

と考えられることから、今後、職場復帰支援等

の更なる充実に向けて検討を進める。

ウ　ゼロ・ハラスメントに向けた取組

昨年度に本院が受け付けた苦情相談のうち相

談内容として最も多いのはハラスメント関係

で、全体の事案数の34. 8％となっており、ハラ

スメントに対する職員の意識が高まっているこ

とがうかがえる。また、近年、社会全体で、組

織外からのハラスメントに対する対応への関心

も高まっている。

ハラスメントは、根絶する強い意志を持って

対策を行わなければ、減少さえ期待できないも

のである。ゼロ・ハラスメントを実現するとの

目標を掲げ、従来以上の具体的取組が必要であ

る。

こうした状況等を踏まえ、ハラスメント防止

対策については、本年度から新たに本府省及び

地方機関の課長級以上の職員等を対象に実施す

る研修において、幹部・管理職員としての役割

やあるべき行動等に関する講義を行うととも

に、参加型グループワークを導入し、幹部・管

理職員にハラスメント防止対策に関する自身の

役割の重要性の理解促進を図っていく。

また、本院は、ハラスメント事案の迅速・適

切な解決に向けて、各府省における事案の解決

や相談体制に係る実情・課題を把握するため、
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昨年12月から本年 １月にかけて、ハラスメント

に関する相談に対応する担当者（約13, 000人）

を対象にアンケート調査を実施した。当該アン

ケートの結果（回答者約9, 000人）では、相談

担当者の約 ８割は相談を受けていない、相談を

受けた相談担当者は相談対応での判断に悩みや

精神的負担を抱えており専門的な参考意見を得

るための外部の相談窓口が必要と考えている、

相談担当者は判断の参考とするための研修の充

実を望んでいる、などの状況が見られた。本院

としては、この調査結果も踏まえ、今後、有識

者への意見聴取も行い、相談担当者のニーズに

応じた研修の充実や、相談担当者をサポートす

るための体制整備の具体化等の取組を行ってい

く。

（参考）今後の公務員給与の在り方に関する

有識者との意見交換から得られた示唆

・今後の給与制度の設計に当たっては、個々の

職種や職務内容を基準として、それにふさわ

しい在り方を考えていくことが必要である。

国家公務員全体を一概に議論するのではな

く、職務内容や、人材獲得競争上参照すべき

民間労働市場の違い等に着目しながら、給与

水準についても、よりきめ細かく考えていく

ことが適切である。

・高齢期までを見据えた給与カーブや、職責や

能力・実績に応じた給与水準のメリハリの在

り方については、定年までの勤続を職員にど

の程度期待するのかといった考え方や、採

用・育成などを含めた人事管理全体の考え方

と密接に関連する。また、高齢層職員のモチ

ベーション維持についても人事管理の様々な

面から対応を考える必要がある。

・職員の配偶者に対する扶養手当など、生活補

助的な手当については、ライフスタイルの多

様化なども踏まえ見直しや簡素化を行う一方

で、人材確保にも資するように、基本給や職

務に関連する手当については充実させていく

ことが必要である。

・地場賃金との給与水準の調整については、地

域間格差を縮小する観点も持ちながら、広域

的な調整を検討することが妥当である。ま

た、職員の異動に関連する給与については、

人材確保や働き方の柔軟化の要請の観点を考

慮する必要があり、今後充実させていくべき

である。
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別紙第 ２

職員の勤務時間の改定に関する勧告

次の事項を実現するため、一般職の職員の勤務

時間、休暇等に関する法律（平成 ６年法律第33号）

を改正することを勧告する。

１ 　改定の内容
各省各庁の長は、一般職の職員の勤務時間、休

暇等に関する法律第 ６条第 ３項に規定する職員に

ついて、現行の同条第 ４項に規定する職員と同様

に、 ４週間を超えない範囲内で週を単位として人

事院規則で定める期間ごとの期間につき勤務時間

を割り振らない日を設け、及び当該期間につき同

法第 ５条に規定する勤務時間となるように勤務時

間を割り振ることができるものとすること。

２ 　改定の実施時期等
⑴　改定の実施時期

この改定は、令和 ７年 ４月 １日から実施するこ

と。

⑵　その他所要の措置

この改定に伴い、所要の措置を講ずること。

別紙第 ３

職員の給与に関する報告

第 １　給与勧告制度の基本的考え方
国家公務員法第28条は、国家公務員の給与につ

いて、国会により社会一般の情勢に適応するよう

に随時変更することができるとしており、本院に

は、その変更に関して勧告することを怠ってはな

らないとするとともに、国会及び内閣に対し、毎

年、少なくとも １回、俸給表が適当であるかどう

かについて報告を行う責務を課している。

国家公務員は、その地位の特殊性及び職務の公

共性に鑑み、憲法で保障された労働基本権が制約

されており、本院の給与勧告は、労働基本権制約

の代償措置として、国家公務員に対し、社会一般

の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有

するものである。給与勧告においては、従前よ

り、給与水準の改定のみならず、俸給制度及び諸

手当制度の見直しも行ってきている。

本院が給与勧告を通じて国家公務員に適正な処

遇を確保することは、職務に精励している国家公

務員の士気の向上、公務における人材の確保や労

使関係の安定にも資するものであり、能率的な行

政運営を維持する上での基盤となっている。

国家公務員も勤労者であり、勤務の対価として

適正な給与を支給する必要がある。給与勧告で

は、その時々の経済・雇用情勢等を反映して労使

交渉等によって決定される常勤の民間企業従業員

の給与水準と常勤の国家公務員の給与水準を均衡

させること（民間準拠）を基本としている。

国家公務員給与と民間給与との比較において

は、主な給与決定要素を同じくする者同士の ４月

分の給与を比較している。また、「職種別民間給

与実態調査」は、企業規模50人以上、かつ、事業

所規模50人以上の事業所を調査対象として実施し

ている。

比較方法については、給与は、一般的に、職種
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を始め、役職段階、勤務地域、学歴、年齢等の要

素を踏まえてその水準が定まっていることから、

両者の給与の単純な平均値ではなく、給与決定要

素を合わせて比較（同種・同等比較）することと

している。

また、調査対象については、企業規模50人以上

の多くの民間企業は公務と同様、部長、課長、係

長等の役職段階を有しており、公務と同種・同等

の者同士による給与比較が可能であることに加

え、現行の調査対象となる事業所数であれば、精

緻な調査が可能であり、調査の精確性を維持する

ことができること等から、現行の調査対象として

いる。

本年の勧告においても、従来と同様の方法を用

いて民間給与との比較を行うことにより、国家公

務員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給

与を確保していくこととする。

第 ２　公務と民間の給与の状況と本年の給与
改定等
１　本年の給与改定を取り巻く諸情勢
⑴　春季賃金改定の状況等

原材料価格や燃料価格の上昇、円安の影響等に

より、物価は継続して上昇しており、本年 ４月の

消費者物価指数（総務省）は、昨年 ４ 月に比べ

3. 5％の上昇となった。「毎月勤労統計調査」（厚

生労働省、事業所規模30人以上）によると、本年

４月の一般労働者の所定内給与は、昨年 ４月から

1. 1％の増加となっており、名目賃金はこのとこ

ろ増加しているが、実質賃金は、昨年 ４月以降13

か月連続で減少し、本年 ４ 月の一般労働者のき

まって支給する給与（実質）は、昨年 ４ 月から

3. 0％の減少となっている。

本年の春季賃金改定では、企業業績の改善等も

背景として、昨年を上回る賃上げを求める労働組

合の要求に対して、経営者側が満額回答を行った

事例も見られた。賃上げの水準は業種によって

様々ではあるものの、中小企業においても、昨年

を上回る賃上げが行われている。また、一時金に

ついて見ると、昨年冬の一時金は、総じて見れば

一昨年冬から増加しており、大幅に増加した企業

もあるが、伸び率は個々の産業や企業によって

区々である。本年夏の一時金は、昨年夏から増加

しているが、伸び率は鈍化傾向が見られる。

なお、かつて国の現業であった独立行政法人造

幣局及び独立行政法人国立印刷局の職員の給与改

定は、本年 ４ 月から基準内賃金を １ 人当たり

2. 05％相当額の原資をもって引き上げる内容の中

央労働委員会の調停案を労使双方が受諾して決着

した。

⑵　各界の意見

本院は、例年、参与会や公務員問題懇話会、中

小企業経営者等との意見交換を実施しており、こ

れらの場において、経済界、学界、労働界等の各

界の有識者から公務員の給与についても様々な意

見を聴取している。

本年の参与会においては、民間企業では「人へ

の投資」が非常に大きなテーマとなっており、公

務においても給与の引上げによって生産性を上げ

るという好循環を生み出せるようにしっかり取り

組んでもらいたいとの意見があった。また、公務

員問題懇話会においては、学生は初任給を始めと

する賃金を重視して就職活動をしており、人材確

保の観点から、給与改定を適切に行っていく必要

があるとの意見や、国の組織の規模や公務へ優秀

な人材を確保する必要があること等からすると、

現行より大きい規模の企業や公務と競争関係にあ

る業種の賃金と比較するべきとの意見があった。

中小企業経営者等との意見交換においては、官

民給与の比較方法について、調査対象の企業規模

は50人以上より更に小さくして良い、地方では調

査対象となる規模の企業は少ない等の指摘も見ら

れたが、企業規模50人未満の民間企業では国家公

務員と同様の役職等がある組織が少ないことや、

全産業の企業規模50人以上の民間企業の給与との
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比較であれば国内企業の多くを占める中小企業や

給与水準の低い業種が調査対象に含まれること等

から、現行の比較方法が妥当であるとする意見が

多かった。

２ 　本年の国家公務員給与と民間給与の実態
⑴　国家公務員給与の状況

本院は、「令和 ５年国家公務員給与等実態調査」

を実施し、一般職の職員の給与に関する法律（給

与法）が適用される常勤職員の給与の支給状況等

について全数調査を行った。

民間給与との比較を行っている行政職俸給表

（一）適用職員（139, 522人、平均年齢42. 4歳）の

平均給与月額は404, 015円となっており、昨年 ４

月と比較して若年層の人数が増加したこと等によ

り1, 034円減少している。

なお、税務署職員、刑務官等を含めた職員全体

（252, 790人、平均年齢42. 3歳）の平均給与月額は

412, 747円となっている。

（注）�　平均給与月額とは、俸給、地域手当、俸給
の特別調整額（管理職手当）、扶養手当、住居
手当等（所定外給与である超過勤務手当等及
び実費弁償的な性格の通勤手当等の手当を除
く。）の全ての給与の平均月額をいう。

⑵　民間給与の状況

ア　職種別民間給与実態調査

本院は、企業規模50人以上、かつ、事業所規

模50人以上の全国の民間事業所約58, 800（母集

団事業所）のうちから、層化無作為抽出法に

よって抽出した約11, 900の事業所を対象に、

「令和 ５ 年職種別民間給与実態調査」を実施し

た。

この調査では、公務の行政職俸給表（一）と類

似すると認められる事務・技術関係22職種の約

41万人及び研究員、医師等54職種の約 ５万人に

ついて、本年 ４月分として個々の従業員に実際

に支払われた給与月額及び当該従業員の役職段

階、学歴、年齢等を詳細に調査するとともに、

各民間企業における給与改定の状況等を調査し

ている。また、民間事業所における昨年冬と本

年夏の特別給の状況等を把握するため、昨年 ８

月から本年 ７月までの直近 １年間の支給実績に

ついても調査している。

本年の調査完了率は、民間事業所の理解を得

て、82. 6％と非常に高いものとなっており、調

査結果は広く民間事業所の給与の状況を反映し

たものといえる。

イ　調査の実施結果

本年の「職種別民間給与実態調査」により把

握した民間給与の状況は、次のとおりである。

ア　初任給の状況

企業全体として見た場合に新規学卒者の採

用を行った事業所の割合は、大学卒で49. 5％

（昨年50. 8％）、高校卒で28. 6％（同28. 7％）

となっている。そのうち、初任給について、

増額した事業所の割合は、大学卒で55. 7％

（同32. 9％）、高校卒で62. 5％（同38. 6％）、

据え置いた事業所の割合は、大学卒で43. 8％

（同66. 3％）、高校卒で37. 1％（同61. 1％）と

なっている。

イ　給与改定の状況

別表第 １に示すとおり、一般の従業員（係

員）について、ベースアップを実施した事業

所の割合は47. 3％（昨年31. 5％）、ベースダ

ウンを実施した事業所の割合は0. 3％（同

0. 3％）となっている。

また、別表第 ２に示すとおり、一般の従業

員（係員）について、定期に行われる昇給を

実施した事業所の割合は86. 5 ％（昨年

84. 0％）となっている。昇給額については、

昨年に比べて増額となっている事業所の割合

は37. 4％（同30. 4％）、減額となっている事

業所の割合は2. 7％（同2. 8％）となっている。
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このように、初任給の引上げやベースアッ

プを実施した事業所の割合は昨年より大きく

増加しており、業績や人材確保上の必要性等

を踏まえて相応の賃金水準を確保しようとす

る動きが見られる。

３ 　本年の国家公務員給与と民間給与との比較
⑴　月例給

本院は、「国家公務員給与等実態調査」及び「職

種別民間給与実態調査」の結果に基づき、公務に

おいては一般の行政事務を行っている常勤の行政

職俸給表（一）適用職員、民間においては公務の行

政職俸給表（一）と類似すると認められる職種（事

務・技術関係職種）の常勤の従業員について、主

な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴

及び年齢を同じくする者同士の ４ 月分の給与額

（公務にあっては平均給与月額、民間にあっては

所定内給与の月額から通勤手当の月額を減じた

額）を対比させ、国家公務員の人員数のウエイト

を用いて精密に比較（ラスパイレス方式）を行っ

てきている。

本年 ４月分の給与について、民間給与との較差

を算出したところ、別表第 ３に示すとおり、国家

公務員給与が民間給与を １ 人当たり平均3, 869円

（0. 96％）下回っていた。

⑵　特別給

本院は、民間における特別給の支給割合（月数）

を算出し、これを国家公務員の期末手当及び勤勉

手当の年間の平均支給月数と比較した上で、0. 05

月単位で改定を行ってきている。

本年の「職種別民間給与実態調査」の結果、昨

年 ８月から本年 ７月までの １年間において、民間

事業所で支払われた特別給は、別表第 ４に示すと

おり、年間で所定内給与月額の4. 49月分に相当し

ており、国家公務員の期末手当及び勤勉手当の年

間の平均支給月数（4. 40月）が民間事業所の特別

給の支給割合を0. 09月分下回っていた。

４ 　本年の給与の改定
⑴　改定の基本方針

ア　月例給

前記 ３⑴のとおり、本年 ４月時点で、国家公

務員の月例給が民間給与を3, 869円（0. 96％）

下回っていることから、民間給与との均衡を図

るため、月例給の引上げ改定を行う必要があ

る。この改定は、本年 ４月時点の比較に基づい

て国家公務員給与と民間給与を均衡させるため

のものであることから、同月に遡及して実施す

る必要がある。

月例給の改定に当たっては、人材確保の観点

等を踏まえ、若年層に重点を置いて、基本的な

給与である俸給を引き上げることとする。

イ　特別給

前記 ３⑵のとおり、国家公務員の期末手当及

び勤勉手当の年間の平均支給月数が民間事業所

の特別給の支給割合を0. 09月分下回っていた。

このため、特別給について、昨年 ８月から本

年 ７月までの １年間における民間の特別給の支

給割合との均衡を図るため、支給月数を0. 10月

分引き上げる必要がある。

支給月数の引上げ分は、民間の特別給の支給

状況等を踏まえ、期末手当及び勤勉手当に均等

に配分することとする。

⑵　改定すべき事項

ア　俸給表

ア　行政職俸給表（一）

民間との給与比較を行っている行政職俸給

表（一）について、平均1. 1％の引上げ改定を

行う。

具体的には、民間における初任給の動向

や、公務において人材確保が喫緊の課題であ

ること等を踏まえ、一般職試験（高卒者）に

係る初任給を7. 8％（12, 000円）、一般職試験

（大卒程度）に係る初任給を5. 9％（11, 000円）、
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総合職試験（大卒程度）に係る初任給を5. 8％

（11, 000円）、それぞれ引き上げることとす

る。

また、これを踏まえ、若年層が在職する号

俸に重点を置き、そこから改定率を逓減させ

る形で引上げ改定を行うこととする。この結

果、 １級、 ２級、 ３級及び ４級の平均改定率

はそれぞれ5. 2％、2. 8％、1. 0％及び0. 4％と

なり、 ５ 級以上の平均改定率はいずれも

0. 3％となる。

なお、定年前再任用短時間勤務職員の基準

俸給月額については、各級の改定額を踏ま

え、所要の引上げ改定を行う。

イ　行政職俸給表（一）以外の俸給表

行政職俸給表（一）以外の俸給表について

も、行政職俸給表（一）との均衡を基本に所要

の引上げ改定を行う。指定職俸給表について

は、行政職俸給表（一）の引上げを踏まえ、行

政職俸給表（一）10級の平均改定率（0. 3％）

と同程度の引上げ改定を行う。

イ　期末手当及び勤勉手当

期末手当及び勤勉手当について、昨年 ８月から

本年 ７月までの １年間における民間の特別給の支

給割合との均衡を図るため、支給月数を0. 10月分

引き上げ、4. 50月分とする。支給月数の引上げ分

は、期末手当及び勤勉手当に均等に配分すること

とし、本年度については、12月期の期末手当及び

勤勉手当の支給月数を引き上げ、令和 ６年度以降

においては、期末手当及び勤勉手当のそれぞれの

支給月数が ６月期及び12月期で均等になるよう定

めることとする。

また、指定職俸給表適用職員及び定年前再任用

短時間勤務職員の期末手当及び勤勉手当並びに任

期付研究員及び特定任期付職員の期末手当につい

ても、同様に支給月数を引き上げることとする。

ウ　その他

ア　初任給調整手当

国の医療施設に勤務する医師に対する初任

給調整手当について、医療職俸給表(一)の改

定状況を勘案し、医師の処遇を確保する観点

から、所要の改定を行う。

イ　委員、顧問、参与等の手当

委員、顧問、参与等の手当について、指定

職俸給表の改定状況を踏まえ、支給限度額に

関する所要の改定を行う。

５ 　在宅勤務等手当の新設
本院は、昨年の勧告時の報告において、公務に

おいても、テレワークの実施に係る光熱・水道費

等の職員の負担軽減等の観点から、テレワークを

行う場合に支給する新たな手当について、具体的

な枠組みの検討を進めていく旨言及した。

在宅勤務等の働き方については、新型コロナウ

イルス感染症の拡大を契機として、官民問わず広

がってきており、給与制度についても、こうした

社会及び公務の変化に対応していく必要がある。

職員が在宅勤務等を行う場合、在宅勤務等に伴

う光熱・水道費等の費用を負担している状況にあ

る。この点について、本年 ３月に取りまとめられ

た「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務

時間制度等の在り方に関する研究会」の最終報告

では、「テレワークに係る費用については、業務

遂行に必要なものである以上、職員に過度な負担

が生ずることは適当ではなく、基本的に使用者で

ある国が負担することが望ましいと考える。」と

の見解が示された。

本年の「職種別民間給与実態調査」によると、

在宅勤務を実施する事業所のうち、在宅勤務関連

手当を支給する事業所の割合は30. 8％で、調査を

開始した令和 ３ 年（23. 1％）に比べると7. 7ポイ

ント増加しており、民間企業において在宅勤務関

連手当の導入が進んでいる状況にある。
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また、在宅勤務等を行う場合に支給する新たな

手当の検討に当たっては、各府省における手当支

給に伴う各府省の事務負担等についても考慮して

いく必要がある。

こうした状況を踏まえ、在宅勤務等を中心とし

た働き方をする職員については、在宅勤務等に伴

う光熱・水道費等の費用負担が特に大きいことを

考慮し、その費用負担を軽減するため、当該職員

を対象とした在宅勤務等手当を新設する。

⑴　支給対象職員

支給対象は、住居その他これに準ずる場所にお

いて、一定期間以上継続して １箇月当たり10日を

超えて正規の勤務時間の全部を勤務することを命

ぜられた職員とする。

⑵　手当額

手当額は、本年の「職種別民間給与実態調査」

において把握した、光熱費の負担増への配慮を支

給目的として在宅勤務関連手当を月額で支給する

事業所の状況を踏まえ、月額3, 000円とする。

⑶　諸手当の算定基礎

在宅勤務等手当は、在宅勤務等に伴う光熱・水

道費等の費用負担を軽減するための給与であるこ

とから、諸手当（地域手当、超過勤務手当、期末

手当・勤勉手当等）の算定基礎としない。

⑷　実施時期

令和 ６年 ４月 １日から実施する。

⑸　在宅勤務等手当の新設に伴う通勤手当の取扱い

ア　在宅勤務等手当を支給される職員で、通勤

のために交通機関等を利用するものには、交

替制勤務に従事する職員等に準じて、平均 １

箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等相当額

を通勤手当として支給する。

イ�　在宅勤務等手当を支給される職員で、通勤

のために自動車等を使用するものには、自動

車等の使用距離に応じて定める額から、その

額に100分の50を乗じて得た額を減じた額を

通勤手当として支給する。

６ 　非常勤職員の給与
非常勤職員の給与について、本院は、常勤職員

との均衡をより一層確保することを目的として、

本年 ４月に非常勤職員の給与に関する指針を改正

し、給与法等の改正により常勤職員の給与が改定

された場合には、非常勤職員の給与についても、

常勤職員に準じて改定するよう努める旨を追加し

た。この指針に沿った適切な給与支給が行われる

よう、各府省を指導していくこととする。

第 ３　給与勧告実施の要請
人事院の給与勧告制度は、労働基本権制約の代

償措置として、国家公務員の適正な処遇を確保し

ようとするものである。

行政需要が増大し、複雑化する中で、効率的な

業務遂行と行政サービスの一層の向上を図るた

め、個々の職員が高い士気を持って困難な諸課題

に立ち向かうことが強く求められている。

こうした状況の下で、全国各地の国家公務員

は、行政サービスを安定的に提供し、国民の安

全・安心を確保するため、日々職務に精励してい

る。

国家公務員に適正な給与を支給することは、職

員の努力や実績に報いるとともに、組織活力の向

上等を通じて、行政の効率的、安定的な運営に寄

与するものである。

国会及び内閣におかれては、このような人事院

勧告制度の意義や役割に深い理解を示され、ま

た、公務組織を支える多様で有為な人材の確保が

重要であることに鑑みて、別紙第 ４の勧告どおり

実施されるよう要請する。
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別紙第 ４

職員の給与の改定に関する勧告

次の事項を実現するため、一般職の職員の給与

に関する法律（昭和25年法律第95号）、一般職の

任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に

関する法律（平成 ９年法律第65号）及び一般職の

任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律

（平成12年法律第125号）を改正することを勧告す

る。

１ 　一般職の職員の給与に関する法律の改正
⑴　俸給表

現行の俸給表を別記第 １ のとおり改定するこ

と。

⑵　諸手当

ア　初任給調整手当について

ア　医療職俸給表（一）の適用を受ける医師及び

歯科医師に対する支給月額の限度を415, 600

円とすること。

イ　医療職俸給表（一）以外の俸給表の適用を受

ける医師及び歯科医師で、医学又は歯学に関

する専門的知識を必要とする官職を占めるも

のに対する支給月額の限度を51, 100円とする

こと。

イ　期末手当及び勤勉手当について

ア　令和 ５年12月期の支給割合

ａ　ｂ及びｃ以外の職員

期末手当の支給割合を1. 25月分（定年前再

任用短時間勤務職員にあっては、0. 7月分）

とし、勤勉手当の支給割合を1. 05月分（定年

前再任用短時間勤務職員にあっては、0. 5月

分）とすること。

ｂ　特定管理職員

期末手当の支給割合を1. 05月分（定年前再

任用短時間勤務職員にあっては、0. 6月分）

とし、勤勉手当の支給割合を1. 25月分（定年

前再任用短時間勤務職員にあっては、0. 6月

分）とすること。

ｃ　指定職俸給表の適用を受ける職員

期末手当の支給割合を0. 675月分とし、勤

勉手当の支給割合を1. 075月分とすること。

イ　令和 ６年 ６月期以降の支給割合

ａ　ｂ及びｃ以外の職員

６月及び12月に支給される期末手当の支給

割合をそれぞれ1. 225月分（定年前再任用短

時間勤務職員にあっては、それぞれ0. 6875月

分）とし、 ６月及び12月に支給される勤勉手

当の支給割合をそれぞれ1. 025月分（定年前

再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ

0. 4875月分）とすること。

ｂ　特定管理職員

６月及び12月に支給される期末手当の支給

割合をそれぞれ1. 025月分（定年前再任用短

時間勤務職員にあっては、それぞれ0. 5875月

分）とし、 ６月及び12月に支給される勤勉手

当の支給割合をそれぞれ1. 225月分（定年前

再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ

0. 5875月分）とすること。

ｃ　指定職俸給表の適用を受ける職員

６月及び12月に支給される期末手当の支給

割合をそれぞれ0. 65月分とし、 ６月及び12月

に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ

1. 05月分とすること。

ウ　委員、顧問、参与等の職にある非常勤職員の

手当について

一般職の職員の給与に関する法律第22条第 １

項の委員、顧問、参与等の職にある非常勤職員

に対する手当について、通常の場合における勤

務 １日についての支給額の限度を34, 300円とす

ること。

エ　在宅勤務等手当について

ア　新たに在宅勤務等手当を設け、住居その他

これに準ずるものとして
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人事院規則で定める場所において、人事院

規則で定める期間以上継続して １箇月当たり

10日を超えて正規の勤務時間（休暇により勤

務しない時間その他の人事院規則で定める時

間を除く。）の全部を勤務することを命ぜら

れた職員に対して支給すること。

イ　在宅勤務等手当の支給月額は、3, 000円と

すること。

ウ　在宅勤務等手当を支給される職員について

は、通勤手当に関し所要の措置を講ずるこ

と。

２ 　一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務
時間の特例に関する法律の改正

⑴　俸給表

現行の俸給表を別記第 ２のとおり改定するこ

と。

⑵　期末手当について

ア　令和 ５ 年１2月期の支給割合

期末手当の支給割合を1. 75月分とするこ

と。

イ　令和 ６ 年 ６ 月期以降の支給割合

６ 月及び12月に支給される期末手当の支給

割合をそれぞれ1. 7月分とすること。

３ 　一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に
関する法律の改正

⑴　俸給表

現行の俸給表を別記第 ３のとおり改定するこ

と。

⑵　特定任期付職員の期末手当について

ア　令和 ５ 年１2月期の支給割合

期末手当の支給割合を1. 75月分とするこ

と。

イ　令和 ６ 年 ６ 月期以降の支給割合

６ 月及び12月に支給される期末手当の支給

割合をそれぞれ1. 7月分とすること。

４ 　改定の実施時期
この改定は、令和 ５年 ４月 １日から実施するこ

と。ただし、 １の⑵のイのア、 ２の⑵のア及び ３

の⑵のアについてはこの勧告を実施するための法

律の公布の日から、 １の⑵のイのイ及びエ、 ２の

⑵のイ並びに ３の⑵のイについては令和 ６年 ４月

１日から実施すること。
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（参考 ２）「参考資料」（抜粋）

１ 　国家公務員給与関係
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２ 　民間給与関係

人事行政（2023. 10） 81

特　集　　人事院勧告



人事行政（2023. 10）82

特　集　　人事院勧告

人事行政2310_4_特集5_4_参考2-4_三.indd   82 2023/10/02   17:56



人事行政（2023. 10） 83

特　集　　人事院勧告



人事行政（2023. 10）84

特　集　　人事院勧告



（参考 ３）本年の勤務時間に関する勧告のポイント
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（参考 ４）本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み（抜粋）
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編 集 後 記

人事院は、８月 ７日に令和 ５年人事院勧
告を国会及び内閣に提出しました。
本号では、人事院給与局次長の役田平氏
に給与に関する解説を、人事院職員福祉局職
員福祉課長の西桜子氏に勤務時間に関する解
説をしていただき、公務員労働組合連絡会副
事務局長の高柳英喜氏、時事通信社内政部の

土井はるか氏からは、それぞれの立場から論
評をいただきました。
また、参考資料として、俸給表（抜粋）の
俸給月額の新旧対照表等も掲載しております
ので、実務上のご参考にしていただければ幸
いです。　� （編集部）
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